
平成２０年度

事 業 報 告 書

第３期事業年度

自 平成２０年４月 １日

至 平成２１年３月３１日

公立大学法人 滋賀県立大学



  １ 大学の概要  

 

 

（１）法人名    公立大学法人滋賀県立大学 

 

 

（２）所在地    滋賀県彦根市八坂町２５００番地 

 

 

（３）役員の状況 

 

  （平成18年４月１日から平成21年３月31日まで） 

    理事長（学長）   曽我  直弘 

    副理事長      馬場   章（総務担当） 

    理事       里深  信行（研究・評価担当） 

    理事       土屋  正春（教育担当） 

    理事       田邉  俊夫（地域貢献・渉外担当） 

    理事（非常勤）  森   哲次（日本電気硝子株式会社取締役会長）  

    理事（非常勤）   脇田  晴子（城西国際大学客員教授）     

    監事（非常勤）   平居 新司郎（公認会計士） 

    監事（非常勤）   荒川  葉子（弁護士） 

 

  （平成21年４月１日から） 

    理事長（学長）   曽我  直弘 

    副理事長      馬場   章（総務担当） 

    理事       大田  啓一（教育担当） 

    理事       菊池  潮美（研究・評価担当） 

    理事       仁連  孝昭（地域貢献・渉外担当） 

    理事（非常勤）  森   哲次（日本電気硝子株式会社取締役会長）  

    理事（非常勤）   脇田  晴子（石川県立歴史博物館長）     

    監事（非常勤）   平居 新司郎（公認会計士） 

    監事（非常勤）   荒川  葉子（弁護士） 

 

 

（４）学部等の構成  ※ 平成21年４月１日現在 

  

   【学部等】 

      環境科学部    環境生態学科 

                環境政策・計画学科 

               環境建築デザイン学科 

               生物資源管理学科 

      工学部      材料科学科 

                機械システム工学科 

               電子システム工学科 

      人間文化学部   地域文化学科 

                生活デザイン学科 

               生活栄養学科 

               人間関係学科 

      人間看護学部   人間看護学科 

      国際教育センター 

 

   【大学院】 

      環境科学研究科  環境動態学専攻   （博士前期・博士後期） 

               環境計画学専攻   （博士前期・博士後期） 

      工学研究科    材料科学専攻    （博士前期） 

               機械システム工学専攻（博士前期） 

               先端工学専攻         （博士後期） 
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      人間文化学研究科 地域文化学専攻   （博士前期・博士後期） 

               生活文化学専攻   （博士前期・博士後期） 

      人間看護学研究科 人間看護学専攻   （修士） 

 

   【大学附属施設】 

            図書情報センター 

      地域づくり教育研究センター 

      環境管理センター 

      地域産学連携センター 

      学生支援センター 

      環境共生システム研究センター 

 

   【事務局】 

            総務グループ 

      財務グループ 

      経営戦略グループ 

      学生・就職支援グループ 

      教務グループ 

      図書情報グループ 

      地域貢献研究推進グループ 

 

 

（５）学生数および教職員数    ※ 平成21年５月１日現在 

 

  ①学生数   学部    2,369人 

         大学院     274人   計2,643人 

 

  ②教職員数  教員       202人 

         職員    56人   計 258人 

 

 

（６）沿革 

 

  平成７年４月 開学（環境科学部・工学部・人間文化学部） 

 

  平成11年４月 大学院修士課程開設 

           （環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科）  

  

  平成13年４月 大学院博士課程開設 

           （環境科学研究科・工学研究科・人間文化学研究科） 

 

  平成15年４月 人間看護学部開設 

 

  平成18年４月 公立大学法人滋賀県立大学設立 

 

  平成19年４月 大学院修士課程開設（人間看護学研究科） 

 

  平成20年４月 工学部電子システム工学科開設 

 

 

（７）大学の基本的な目標 

 

  滋賀県立大学は、滋賀県における学術の中心として、未来を志向した高度な学芸と、悠久の歴史や豊かな自

然、風土に培われた文化を深く教授研究するとともに、新しい時代を切り拓く広い視野と豊かな創造力、先進

的な知識、技術を有する有為の人材を養成することを目的としている。 

  また、開かれた大学として、県民の知的欲求に応える生涯学習の機会の提供や地域環境の保全、学術文化の

振興、産業の発展、人間の健康など、滋賀県の持続的発展の原動力として大きく寄与することを使命としてい

る。 
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  この大学設置の基本理念を踏まえ、次の基本的な目標を定める。 

 

  ・「キャンパスは琵琶湖、テキストは人間」をモットーに、滋賀の豊かな自然の   中で「環境と人間」

をキーワードとした教育研究を推進する。 

  ・少子高齢化、国際化、情報化の進展により、今後に求められる高等教育の多様化に対応して、学部や大学

院を整備充実し、優れた人材を養成する機能を拡充する。 

  ・公立大学として、地域の生涯学習の拠点および地域貢献、産学連携、国際貢献等の社会貢献機能の強化を

目指す。 
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  ２ 事業の実施状況 

 

 

Ⅰ 全体的な状況 

 

 滋賀県立大学は、「キャンパスは琵琶湖。テキストは人間。」をモットーとして、滋賀の豊かな自然の中で「環

境」と「人間」をキーワードに、「人が育つ大学」を目指して教育研究を推進してきた。 

 法人化にあたっては、次に掲げることを基本的な姿勢にすえ、計画の策定・遂行にあたってきた。 

 ① これまでの成果の上に 

    本学で培ってきた教育・研究・社会貢献活動を明確にしつつ、一層発展させる。 

  ② 重点を明確に 

    総花的でなく「選択と集中」を意識し、県立大学の特色・強みを打ち出す。 

  ③ 「学生の立場」を視点に 

    教育・研究をはじめとした課題の遂行を「学生が育つ」という視点で検証する。 

  ④ 社会との連携を視野に 

    地域・県民・産業・他大学等との連携・交流を常に視野にいれる。 

 

 平成18年度および平成19年度は、業務を円滑かつ効果的に推進するための体制を構築しながら、教育研究活動

をはじめとする事業を展開し、滋賀県公立大学法人評価委員会から「概ね計画どおり進んでいる」との評価を得

た。 

 平成20年度は、中期計画の中間年として、これまでの施策を着実に成果に結びつけ、滋賀県立大学が目指す大

学の姿「人が育つ大学」「地域に根ざし、地域に学び、地域に貢献する大学」「進化する総合大学」を念頭に、

学生と県民の期待に応え、そして、全国に誇れる大学としてさらなる飛躍を目指して、年度計画の遂行にあたっ

た。 

 

 

 

Ⅱ 教育研究等の質の向上 

 

 

１ 教育 

 

 (1) 教育の充実・高度化の実現ために 

  ① 人間学の充実 

人間学のさらなる充実を図るため、これまでの近江楽座の取り組みを活かした「地元学入門」など平成

20年度から新たに８科目を開講した（計34科目）。 

  ② ＪＡＢＥＥプログラムの整備 

工学部の３学科（材料科学科、機械システム工学科、電子システム工学科）のカリキュラムについて、

平成20年度入学生から日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）の審査を受けることを前提とした技術者

教育プログラムとして整備した。 

  ③ ＦＤ活動の積極的推進 

    教育力の向上のため、ＦＤ研修会、授業見学会、学生の自宅学習を促す教育プログラムモデル事業な

ど教員によるＦＤ活動を積極的に推進した。 

  ④ 近江楽座の実施 

平成19年度から大学独自プロジェクトとして位置づけた「スチューデントファーム『近江楽座』／まち・

むら・くらしふれあい工舎」において、443人の学生の参加のもと23プロジェクトを実施した。 

  ⑤ 環境人材育成のための大学教育プログラムに採択 

    環境省が策定した「持続可能なアジアに向けた大学における環境人材育成ビジョン」に基づく、各人の

専門性を生かしたキャリア、市民活動等を通じて持続可能な社会づくりに取り組む人材を育成するための

実践的なプログラム「環境人材育成のための大学教育プログラム開発事業」に申請した（平成21年度事業

として採択）。 

⑥ インターンシップの正規科目化の決定 

    実際の就業体験を通して職業観・勤労観を醸成するため、平成21年度からインターンシップを正規科目

化し、２コース（インターンシップＡ・Ｂ）を新規開講することを決定した。 

  ⑦ ＧＰＡ制度の試行的導入の決定 

学生の修学指導や履修計画・学習計画を立てる際の参考となるように、平成21年度入学生からＧＰＡを
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試行的に導入することを決定した。 

 

 (2) 学生の意欲に応えるために 

  ① 学生支援室の設置 

学生と教職員との面談・交流や情報提供を目的としたスペースとして、学生支援センターに「学生支援

室」を平成20年度後期から設置し、教職員による学生への相談体制の充実に努めた。 

  ② 図書館の土曜日開館 

学生の自主的学習を支援するため、図書館の土曜日開館（９時～17時。月１回程度）を実施した。 

③ 留学生支援会の設立 

本学の留学生を支援することを目的として、平成21年３月に滋賀県立大学留学生支援会を設立した。 

④ 入学料免除制度の創設決定 

平成21年度の新入生から、県内に住所を有する生活困窮者に対して入学料を全額免除することを決定し

た。 

   

 (3) 教育組織の新設・改組 ―４学部12学科へ― 

  ① 学科の新設・改組 

工学部に新たに電子システム工学科を設置するとともに、教育の専門性をより明確にするために環境科

学部環境計画学科の２専攻および人間文化学部生活文化学科の３専攻をそれぞれ学科へ改組した。 

  ② 全学共通教育推進機構の新設決定 

全学共通教育の質的向上と充実を図るため、これを自律的・安定的に推進する組織として平成21年度か

ら全学共通教育推進機構を新設することを決定した。 

 

 (4) 大学が求める学生を獲得するために 

  ① 入学志願者の増加 

大学のアドミッションポリシーを明確にし、大学が求める学生の確保に努めた結果、一般入試において

昨年度より531人（23.6％）多い2,778人の志願者（前期・後期の合計）を獲得した。 

② オープンキャンパス参加者の増加 

大学が持つ魅力を高校生とその保護者等に伝えるため、８月と11月にオープンキャンパスを実施した結

果、昨年度より521人（23.1％）多い2,773人の参加者があった。 

 

 

２ 研究 

 

 (1) 研究の活性化 

    ①  科学研究費補助金の獲得支援 

    科学研究費補助金の獲得のため、特任教授による研究計画書レビュー、研修会などを実施した結果、申

請数は新規・継続分の合計で21件増加（合計130件）した。 

② 特別研究費の戦略的配分 

  研究費を戦略的に配分し、重点領域研究２件、特別研究４件、奨励研究（若手教員による研究）13件を

実施した。 

③ 職階区分をなくした一般研究費の配分 

  一般研究費の配分は、基礎配分・業績配分ともに職階区分による配分をなくし、すべての教員の一般研

究費は同一条件のもとで配分した。 

④ 研究表彰 

各教員が活発な研究活動を行った結果、９件の研究表彰の受賞があった。また、大学院生についても10

件の受賞があった。 

 

 (2) 環境共生システム研究センターの設置 

   脱温暖化・環境共生社会の構築に総合的に取り組んでいくため、「産業エコロジー研究部門」「エネルギ

ー技術研究部門」「環境機能再生研究部門」「環境共生都市研究部門」の４部門で構成する環境共生システ

ム研究センターを平成20年６月に設置した。 

 

 (3) 海外の大学との学術交流の推進 

   モンゴル国立大学（モンゴル）、レイクスペリオル州立大学（アメリカ）、アウグスブルク大学（ドイツ）、

海南大学（中国）、蔚山大学（韓国）など海外の大学との学術交流を積極的に推進した。 
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３ 地域貢献 

 

 (1) 社会貢献のための基盤整備 

   交流センターおよび地域づくり調査研究センターを統合して、新たに地域づくり教育研究センターを設置

するとともに、社会貢献推進に関する基本方針を策定するなど、社会貢献のための基盤整備を進めた。 

 

 (2) 彦根３大学・大学間連携コミュニケの調印 

滋賀大学・聖泉大学・滋賀県立大学の３大学で、地域課題の解決、学生力の活性化、教育・研究の充実・

高度化、大学運営などについて連携して取り組むため、彦根３大学・大学間連携共同コミュニケに調印した。 

 

(3) 公開講座、琵琶湖塾等の開講 

開かれた大学として地域のニーズに応え、公開講座、公開講義、セミナー等を実施し、地域の生涯学習の

拠点としての役割を果たした。 

また、ジャーナリストの田原総一朗氏を塾長に迎え、自然と人間がともに輝く社会を築き上げるための担

い手として活躍する人材を育成することを目的として、琵琶湖塾を開催した（塾生342人。協賛企業等49者）。 

 

(4) コミュニティ・アーキテクト（近江環人）の育成 

文部科学省「地域再生人材創出拠点の形成」プログラムに採択（平成18年度）  された「近江環人地域

再生学座」（大学院修士課程）を通じて、湖国近江の風土、歴史、文化を継承し、環境と調和した循環型地

域社会づくりのためのリーダーたる人材の育成に努め、計13人にコミュニティ・アーキテクト（近江環人）

の称号を授与した。 

 

 

 

Ⅲ 業務運営の改善および効率化ならびに財務内容の改善 

 

 (1) 優れた人材の確保 

   優れた資質を有する人材を確保するため、戦略的人事を除くすべての教員（14人）および事務局法人職員

（３人）を公募により採用するとともに、戦略的教員選考には学外審査委員を登用し、厳格な審査を実施し

た。 

   また、特定の教育研究プロジェクトに従事する人材を受け入れるための制度を整備し、平成21年度から導

入することを決定した。 

 

(2) 人材育成方針の策定 

個々の職員の能力開発を行い、大学の人事計画にある「求められる事務局職員像」を実現するため、事務

局職員人材育成方針および研修体系を策定し、各種研修を実施した。 

 

 (3) 外部資金の獲得 

   外部資金の獲得に努めた結果、科学研究費補助金、受託研究、共同研究をはじめ170件、366,922,890円の

外部資金を獲得した。 

 

 (4) 学生・教員の力を活かした工学部電子システム工学科棟の建設 

   平成21年３月に完成した工学部電子システム工学科棟については、学生・教員によるプロジェクトチーム

が基本設計を行うなど、生きた学習教材として活用するとともに経費の節約に努めて完成させた。 

 

 

 

Ⅳ 自己点検・評価および当該状況に係る情報提供 

 

 (1) 自己点検・評価の実施 

   平成22年度に（独）大学評価・学位授与機構による認証評価を受けることを念頭に、学部等および全学の

自己評価・外部評価に取り組んだ。 

 

 (2) 積極的な広報活動の展開 

   教員、職員、学生の大学構成員それぞれが大学広報者としてのマインドを持ち、積極的な広報活動を展開

した結果、滋賀県立大学を扱った新聞記事は616件となり、前年度より19.6％増加した。 
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Ⅴ その他 

 

(1) 施設・設備の整備 

淡海ユニバーサルデザイン行動指針に基づき、誰もが利用しやすいキャンパスづくりを目指し、段差解消

等５か所の改修を行った。 

 

(2) 危機管理体制の整備 

大学において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、危機管理規程および危機対

策管理マニュアルを策定し、危機管理体制を整備した。 
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1

・語学教育において、英語力向上のための対策クラ
スを試験的に導入するなど、学生の自学自習のため
の環境を充実させる。
　学生が身につけるべき情報科学に関する内容の明
確化など情報処理に関連する科目の見直しを進め
る。
　心身の調和的発展に寄与するよう、健康・体力科
学科目における教育プログラムを開発する。
　

　英語力向上のため、５つのクラスにおいてＴＯＥＩＣに対応した
教材を導入した。また、平成２１年度から２回生向け英語授業もク
ラス規模を３０人とすることを決定した。
　情報教育については、平成２２年度に新科目「情報リテラシー」
の開講を目指すなど、教科内容の見直しを行った。
　健康・体力科学科目については、心身の調和的発展のための教育
プログラムの開発を進めた。

2

・人間学の開講科目のバランスに配慮しつつ、８科
目を新たに開講する。
　また、人間学を学士課程の４年間を通じて履修で
きるように年間登録科目数の制限や学年指定制など
の方策を策定する。

　人間学の科目を８科目増やして計３４科目とするとともに、４ク
ラスターのそれぞれがほぼ同じ科目数となるように構成し直した。
また、人間学を４年間を通じてバランス良く履修するよう、各学部
での履修相談窓口教員を通じて指導した。特に、履修希望者が集中
する３つの講義科目については、２年次以降での履修を推奨した。
　さらに、教育効果を高めるために、平成２１年度からクラス履修
学生数の上限（最大２００人）を各科目ごとに設けることにした。

3

・全学生に入学時およびその２年後にＴＯＥＩＣ試
験を受験させるとともにeｰlearningプログラムを整
備拡充することで、外国語の能力の向上を図る。
　また、人間探求学を実施した経験を踏まえ、学生
のプレゼンテーション能力や自己表現能力を向上さ
せるための教育を行う。

　全新入生にＴＯＥＩＣ受験を実施するとともに、１２月に２回生
のＴＯＥＩＣ受験を初めて実施した。e-learningについて、英語分
野では年度当初から２つのコースにアクセスできるようにし、授業
との連動を図った。第二外国語については、外部Ｗｅｂ教材のリン
ク集を作成し、大学ホームページを通じて容易にアクセスできるよ
うにした。
　自己表現能力の開発については、初年次教育から卒業研究発表会
まで、ディベートやプレゼンテーションの訓練を通じ全学的にスキ
ルアップを進めた。また、教育補助員制度を試行的に導入し、学生
の「書く表現力」の改善に着手した。

4

・全学部で専門分野での導入教育の充実に努める。
　また、これまでの近江楽座の取組を活かし、地域
住民の参加による「地元学入門」を新たに人間学科
目として開講する。

　環境科学部で環境フィールドワークの教育方法を改善するなど、
引き続き各学部で体験型導入教育の充実を進めた。
　全学向けの人間学においては、「地元学入門」を新たに開講し、
地域学習の実践的導入教育を強化した。

5

・各学部において倫理的判断能力を育てる教育を重
視するとともに、学部横断的な教育プログラムとし
て「現代社会と倫理（仮題）」を人間学科目として
平成２１年度に開講するため、その教育内容を確定
する。

　全学向けの人間学科目として、平成２１年度から新たに開講する
科目「人間・生命・倫理」の内容を確定した。これに加えて、工学
部では平成２１年度から「技術者倫理」を３回生配当科目として開
講することを決定した。

6

・各研究科において、カリキュラム体系化の基本方
針に従い、教育内容を確定する。

　各研究科において、研究方法の変化などに対応できるように、専
攻ごとの専門科目に加えて、広い視野を養うための研究科共通科目
（「リサーチ・ワークショップ」など４単位分）を平成２１年度か
ら新規開講することを決定し、その講義科目名と内容を確定した。

7

・図書情報センターと提携し、社会人学生の学習経
験に配慮しつつ、先行する研究の調査、関連文献調
査など研究遂行に必要な能力・技術を習得するため
の教育プログラムを開発する。

　各研究科の博士前期課程・修士課程において、社会人学生を対象
としてアンケート調査を実施した。その結果を受け、おもに社会人
学生を対象とした研究調査能力の強化のための教育研修プログラム
の開発（文献検索のための教材作成と文献検索ガイダンス）を行
い、社会人学生の大多数が在籍している人間看護学研究科の社会人
学生を対象として図書情報センターにおいて研修会を実施した。

8

・後期課程での研究成果の発表を支援するため、学
会発表や論文原稿投稿に係る費用を助成する。ま
た、研究成果を英語で発表できるような指導および
支援の方法を検討する。

　大学院生の学外での研究発表を奨励するため、旅費に加えて学会
参加負担金および論文投稿料を支給し、支援を行った。さらに環境
科学研究科では篤志家による基金（中田環境基金）により院生の海
外研究発表を支援した。
　また、工学研究科では、英語による論文作成の指導方法について
検討を始めた。

　○　項 目 別 状 況

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　(1) 教育の成果に関する目標

年　度　計　画

　ア　教育成果を上げるための具体的方策

　（学士課程）

年度計画の進捗状況

　（大学院課程）

9



9

・現在行っているキャリア形成指導プログラムや各
種講座について、学年進行に応じた体系的なキャリ
ア教育プログラムとして整備する。
　また、新入生および保護者に対して、大学生活や
卒業後の進路等に関する意識調査を実施する。

　１・２回生を対象とするキャリアデザインセミナーを新たに３回
実施することを含めて、関連する各種セミナー等を全１９回開催し
た。これにより、学年進行に応じたプログラムの整備・拡充が図ら
れた。
　また、新入生および保護者に対して、大学生活や卒業後の進路等
に関する意識調査を夏期休暇中に実施し、将来の進路についての関
心が本人にも保護者にも極めて高いことが明らかとなった。

10

・各種国家試験・資格試験と授業科目との対応関係
について学生に周知を図るとともに、受験指導につ
いても相談窓口などの指導体制を明確にする。

　各種国家試験・資格試験と授業科目との対応関係について、「履
修の手引」に分かりやすく記載するとともに、各学科のオリエン
テーションに際しても改めて説明し、学生に周知を図った。
　また、「履修の手引」（平成２０年度版）では記載対象とする資
格を１６件に増やすとともに、学生からの相談を受ける学生支援セ
ンターと各学部就職指導担当教員との連携強化を進めるなど、指導
体制を明確にした。

11

・留学経験者などを交えた進学・留学ガイダンスを
キャリア形成支援講座として新たに実施する。

　留学体験発表会・留学相談会を実施し、ミシガン州と湖南省への
交換留学の体験発表と次年度留学についての説明・相談の場とし
た。また、海外留学ガイダンスとして、日本学生支援機構の専門職
員を招き、海外留学の基礎についての講演会・相談会を開催した。

12

・教員の学外で行われる各種教育プロジェクトへの
参加状況を整理・分析し、生涯学習などへの参加指
針を策定する。

　学外における本学教員の教育活動が、本学主催の公開講座以外に
も広く及び、所属学部等の特徴を反映した内容で地域の生涯学習に
寄与した。また、その成果を大学教育にもフィードバックさせてい
ることが明らかになった。
　県立大学としての貢献が地域社会を対象とした教育面でも強く求
められている実状を受け、生涯学習への取り組みに必要な考え方を
整理した指針「生涯学習の取り組みについて（案）」を取りまとめ
た。

13

・卒業生・修了生に対するアンケート調査の結果を
分析し、学生指導および科目編成の改善に反映させ
る。
　

　卒業生・修了生へのアンケート調査によって、早期からのキャリ
ア形成指導が望まれていることがわかった。そこで新たに１・２回
生向けのキャリアセミナー（３回）を設けて指導するとともに、留
学生を対象とする就職ガイダンスも初めて実施した。さらに、調査
結果を踏まえ、人間学の科目を新たに８科目開講するとともに、工
学部ではＪＡＢＥＥ認定に向け、新科目「技術者倫理」を平成２１
年度から開講することを決定した。

14

・明確にしたアドミッション・ポリシーに照らして
入試実態を点検し、選抜方法の多様化に向けた具体
案をまとめる。

　平成１８年度入試から継続してきたアドミッション・ポリシーに
照らしての入試実態の点検を継続して実施した。平成２１年度入試
に向けて、環境科学部環境建築デザイン学科の推薦入試の選抜方法
を「造形実技（１０人）」から「造形実技（５人）」と「総合問題
(５人)」に分けて多様化するとともに、環境科学部環境生態学科に
おいても、センター利用科目を前期日程６教科７科目から、より理
系色の濃い５教科６科目に変更することとなった。

15

・学生の入学後の成績追跡調査において、全般的に
推薦試験合格者が入学後の成績も概して良好である
との結果を踏まえ、各学部の状況にあった推薦入試
方法の多様化に努める。

　人間看護学部では、推薦入試を経た入学者の成績が良好であるこ
とから、平成２２度から一般入試後期日程の定員を１５人から１０
人に減らし、代わりに推薦入試の定員を１５人から２０人に増やす
ことで地域の看護力の向上への対応を強化することとした。

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　イ　卒業後の進路等に関する具体的方策

　ウ　教育の成果・効果の検証に関する具体的方策

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　　(2) 教育の内容等に関する目標

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　ア　入学者受入方針に応じた入学者選抜を実現するための具体的方策

　（学士課程）
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16

・留学生の受け入れは、基本方針に基づいて行う。
また、社会人学生に対しては、就学期間を短縮して
学位を授与する等の受入拡大策を検討する。

　留学生の受け入れは留学生交流基本方針に基づいて行い、平成２
０年度には博士前期課程６人、博士後期課程３人の留学生を受け入
れた。また、社会人学生の受け入れ拡大策については、近江環人地
域再生学座について、県職員を対象とした説明会や県との共催イベ
ントを通じて学座のプログラムや修了生の活躍状況を積極的にＰＲ
し、勧誘を図った。
　就学期間の短縮については、検討の結果、２回生配当科目のあり
方と優れた研究業績の判定方法が課題として整理できた。

17

・各学部の専門分野において、導入科目の見直しを
進める。
　

　環境科学部では、環境フィールドワーク委員会が学生アンケート
調査を実施し、１回生向け環境フィールドワークⅠをより学生に分
かりやすい授業方法に改善した。工学部では、学科新設に伴い導入
教育として「電子システム工学セミナー」を新たに開講した。ま
た、人間看護学部では、導入教育科目の「健康科学」の授業にあた
り、高校での化学・生物の学習程度にあわせた工夫をすることで全
体の理解度の向上を図るなど、各学部で見直しを進めた。

18

・全学共通教育のあり方について、特に専門教育と
のバランスを中心に全学教育構想委員会で検討を進
め、平成２０年秋には案をまとめる。

　全学教育構想委員会において検討し、案を取りまとめた。これに
従い、共通教育を統一的に実施する組織として全学共通教育推進機
構を平成２１年度から設置することを決定した。

19

・新入生に対するＴＯＥＩＣ試験を引き続き実施す
るとともに、e-learningの利用率を向上させるなど
語学教育の充実を図る。さらに、留学体験発表会お
よび留学相談会を定期的に開催するなど学生の意識
向上を図る。

　新入生に対するＴＯＥＩＣ試験を引き続き実施するとともに、平
成２１年度から２回生についても英語のクラス規模を３０人にする
ことを決定した。また、e-learningの利用については、英語では２
コースの学習プログラムを提供するとともに、授業との連携を進め
るなどその積極的活用を図り、利用者は延べ１万人を超えた。第二
外国語についても学生の自学自習を支援するために、Ｗｅｂ教材の
リンク集を作成し大学ホームページに掲載するなど、ＩＴ活用によ
る外国語学習方法を強化した。
　なお、学生の意識向上のための留学体験発表会および講演会・相
談会も開催し、具体的な相談業務にも対応をした。

20

・学生が身につけるべき情報科学に関する内容の明
確化など情報処理に関連する科目の見直しを進め
る。

　情報関連科目の総合的な見直しを進め、「情報リテラシー（情報
倫理を含む）」を平成２２年度に開講することとし、その内容の確
定を行った。

21

・単位互換制度について、双方の提供科目などにつ
いて十分な情報を提供する。

　提供科目についての情報が学生に十分に行き渡っていないことか
ら、大学ホームページに滋賀大学の提供科目を掲載して学生への周
知を図るとともに、環びわ湖大学コンソーシアムの提供科目につい
ては、平成２１年度から全体の提供科目をコンソーシアムホーム
ページに掲載することをコンソーシアム協議会で決めた。

22

・学士課程の卒業研究発表については、原則として
公開で行う。

　卒業研究発表会は、全学部の日程を事前に大学ホームページに掲
載して公表するとともに、公開して実施した。

23

・工学部では平成20年入学生に対してＪＡＢＥＥ取
得に向けたカリキュラムであることを宣言する。
　

　工学部では、平成２０年度入学生からＪＡＢＥＥの認定取得に向
けたカリキュラムであることを宣言し、「履修の手引」において関
連科目の記載方法を変更するなどＪＡＢＥＥ認定にむけての対応を
図った。

24

・各研究科において作成した履修モデルをガイダン
ス等を通じて学生に周知する。

　各研究科において、履修モデルをガイダンス等を通じて学生に提
示するとともに、大学ホームページに掲載することにより、学生へ
の周知を図った。

25

・客員研究員等の参加を得て、英語による講義の機
会を増やす。

　各研究科において、海外からの研究者による講義や講演会を次の
とおり開催し、大学院生に対して多様な観点からの考え方に触れる
機会を設けた。
・アウグスブルク大学（ドイツ）からの研究者による講演
　会（９月、学生２０人参加）
・レイクスペリオル州立大学（アメリカ）からの研究者に
　よる講演会（１１月、学生１５人参加）

　イ　教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

　（大学院課程）

　（大学院課程）

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　（学士課程）
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26

・大学院生の研究成果の発表を奨励するため、学会
発表や論文原稿投稿に必要となる費用を支援する。

　大学院生の外部研究発表を奨励するため、旅費に加えて学会参加
負担金および論文投稿料を支給できるようにし、支援を行った。
　なお、平成２０年度の学生の研究発表に係る受賞件数は１７件
（学部生７件、大学院生１０件）であった。

27

・全学年において、少人数グループで学習指導がで
きる体制を整備する。

　全学年を通じて少人数教育の場を確保する上で懸案事項であった
２回生を主とする指導のあり方について、クラス編成および科目構
成を工夫し、全学部での少人数指導体制を整備した。また、全学レ
ベルでは、英語の２回生クラスについて、平成２１年度から１回生
同様に３０人規模による少人数クラス化を図ることを決定した。

28

・学生の自学自習をより一層支援するため、「講義
概要」とＷＥＢ版「シラバス」との２本立てにより
講義情報を学生に提供する。

　学生の自習のために必要な科目ごとの情報を随時追加掲載する活
用方法について、導入的な研修会を開催（参加教員数：７０名）す
るとともに、大学ホームページにＷＥＢ版シラバスを掲載した。し
かしＷＥＢ版シラバスの内容は冊子版シラバスとほぼ同じであり、
期待された追加情報（自習用情報）の記載は不十分であった。

29

・自学自習の姿勢や研究方法、論理的記述力および
プレゼンテーション能力の向上を図るため、参加型
授業運営を重視し、その運営方法等について研究会
を実施する。

　学生の文章作成能力の向上のため、教育実践支援室の主催による
科学的和文作文法勉強会を開催し、論理的記述の能力向上を図った
（参加者：７０人）。また、学生の自学自習を支援するために、上
級生が課題指導の補助を行う教育補助員制度を試行的に導入すると
もに、平成２１年度に本格実施することを決定した。また、同制度
を試行的に実施した教員による研究会を開催した。

30

・これまでの近江楽座や近江環人地域再生学座の成
果を活かし、新たに「地元学入門」を人間学科目と
して開講する。

　平成２０年度から人間学科目として「地元学入門」を開講し、本
学の特色である地域社会に密着した実践的教育を全学共通科目にお
いても実施した。
　これにより本学での地域学習に関するプログラムは、導入部分を
担う全学共通科目の「地元学入門」から、各学部の関連専門科目を
経て、さらに研究科共通の「近江環人地域再生学座」まで体系的な
科目群を整備することができた。

31

・インターンシップの推進についての大学としての
基本的な方針をまとめ、平成２１年度からの単位認
定に向けた準備を行う。

　インターンシップの単位認定化についての制度設計を進め、平成
２１年度からインターンシップＡ・Ｂの２コースとして正規科目と
して実施することを決定した。

32

・教員の外部共同研究などに院生が積極的に参加す
るよう研究プログラムに関する情報の提供に努め、
教員側からの働きかけを強化する。
　

　企業等と提携して共同研究を行った本学教員２１人のうち１３人
が、大学院生（２６人)の指導に際して共同研究を活用し、高い教育
効果があったことを確認した。また、学生には外部への研究発表を
奨励し、工学研究科機械システム工学専攻では４８件の学生による
学会講演発表が行われた。

33

・大学院生の研究成果の発表を奨励するため、学会
発表や論文原稿投稿に必要となる費用を支援する。
（再掲）

　大学院生の外部研究発表を奨励するため、旅費に加えて学会参加
負担金および論文投稿料を支給できるようにし、支援を行った。平
成２０年度の学生の研究発表に係る受賞件数は１７件（学部生７
件、大学院生１０件）であった。

34

・在学生の留学意欲の向上を図るため、留学経験者
による「海外留学ガイダンス」を開催する。

　独立行政法人日本学生支援機構の専門職員を講師に招いて、「海
外留学ガイダンス」を開催した。また、ミシガン州と湖南省への留
学体験発表会や次年度留学についての説明・相談会を設け、学生の
留学意欲の向上を図った。
　なお、アウグスブルク大学（ドイツ）およびレイクスペリオル州
立大学（アメリカ）からの研究者による研究会への参加や、蔚山大
学（韓国）との建築分野での学生交流などを通じて国際的な教育活
動を行った。

35

・学生が学習達成度を実感しうるよう平成２１年度
からＧＰＡ制度を導入するための準備を行う。

　学生が自主的な学習管理能力を身につけつつ学習達成度を実感で
きるように、ＧＰＡ制度について制度設計を進め、平成２１年度か
ら試行的に導入することとした。また、成績評価方法を従来の
「優・良・可・不可」の４段階から最上位に「秀」を設け５段階と
することを決定した。

　ウ　授業形態、学習指導方法等に関する具体的方策

　エ　適切な成績評価等の実施に関する具体的方策

　（学士課程）

　（大学院課程）

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　（学士課程）
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36

・卒業研究の質を確保するために、各学部学科にお
いて卒業研究の審査基準の見直しを行う。

　卒業研究の審査基準についての全体的な見直しを進めるととも
に、指導の透明性を確保する観点での見直し作業を進め、すべての
学科で成文化した基準を「履修の手引」および大学ホームページに
掲載し、学生への周知を図った。

37

・ＧＰＡ制度に代わる厳格な成績評価の基準および
方法を定める。

　大学院の「履修の手引」の内容構成を大幅に改善し、各科目ごと
の授業計画とともに成績評価のための要素とその評価配分を平成２
１年度版の手引きから明示すること決定した。

38

・学位論文を正しく評価するために、各研究科等に
おいて学位論文の審査基準の見直しを行う。

　学位論文の審査基準について、指導の透明性確保の観点での全体
的な見直しを進め、すべての研究科において博士前期課程について
成文化した基準を「履修の手引」および大学ホームページに掲載
し、学生への周知を図った。

39

・教員の採用選考にあたっては、模擬授業を取り入
れるなど教育面における多面的な評価を行う。

　平成２０年度の教員採用に際しては、すべてのケースで模擬授業
またはプレゼンテーションなど教育面での要素を含めて評価を実施
した。

40

・教員の採用は原則として公募制によるとともに、
学外者を選考委員に登用した選考審査を拡大するな
ど選考過程の客観性・透明性をより高めることによ
り、優秀な人材の確保に努める。

　教員採用人事での透明性および客観性の確保のため、戦略的人事
を除く１４件すべてについて公募制による採用人事を行うととも
に、戦略的人事としての内部昇任人事７件についてもすべて外部審
査委員の参加を得て実施した。

41

・人事計画に基づき、女性・社会人・外国人の教員
の採用を引き続き促進する。

　教員の選考にあたっては、女性や社会人、外国人を積極的に採用
するよう努め、女性４人、社会人６人、外国人１人の教員を採用し
た。

42

・教育研究に係る経費の執行について、執行方法の
見直しにより事務手続きの簡素化と効率化を図る。

　５月から研究費等による図書のインターネットによる購入を認
め、手続きの簡素化・効率化を図った。

43

・学生が図書情報センターをより積極的に活用でき
るようレファレンス業務を強化する。また、新たに
土曜日（月１回）を開館し、図書館機能を充実させ
る。

　新入生全員に対して情報教育および人間探求学と連携し、図書館
活用ガイダンス（図書情報検索システム演習を含む。）を実施し、
レファレンス機能の活用を促進した。さらに、例えば「生物多様性
について」等の学習のテーマ・主題ごとにパスファインダー（簡単
な情報探索ツール）の整備を進め、順次ホームページに掲載した。
なお、職員の資質向上のため、国立国会図書館が主宰するレファレ
ンス共同データベース事業への参加を検討している。
　また、新たに土曜日開館（月１回程度）を開始した。開館日は計
１０日で、延べ９４８人の利用者があった。

44

・e-learningによる学習プログラムの拡充など学生
の自主的学習のための環境を改善するとともに、Ｔ
ＯＥＩＣ対策学習者向け説明会を実施するなど学生
の利用率向上を図る。

　英語については、前年度に引き続き２つのコースのe-learningソ
フトウェアを活用し、リスニング、リーディング、ＴＯＥＩＣ演習
などパート向けの自習ができる体制を整えるとともに、「e-
learningによるＴＯＥＩＣ対策英語自己学習の学習者向けガイダン
ス」を４月～７月にわたり複数回実施した。こうしたことから、全
学でのe-learning利用者数は１，０９６人（延べ１０，１２４人）
であった。
　また、第二外国語についても、学外Ｗｅｂ教材のリンク集を作成
して大学ホームページからのアクセスを可能にするなど、ＩＴ活用
による学生の自主的学習の支援を強化した。

　（大学院課程）

年度計画の進捗状況

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　　１　教育に関する目標　　　(3) 教育の実施体制等に関する目標

年　度　計　画

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　ア　適切な教職員の配置等に関する具体的方策

　イ　教育環境の整備に関する具体的方策
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45

・学内情報ネットワークやＣＡＤ/ＧＩＳシステムに
ついて、技術の動向や費用対効果を勘案してシステ
ムの更新を行う。

　技術動向や学内要望等を考慮し、学内情報ネットワークシステム
と環境科学部ＣＡＤ/ＧＩＳシステムについて、全学が使用可能なよ
うに更新を行った。
　学内情報ネットワークシステムについては、技術的により優れた
システムが導入できるよう、価格と技術を総合的に評価する「総合
評価方式一般競争入札」により契約した。また、環境科学部ＣＡＤ/
ＧＩＳシステムについては、他学部の教員や学生からもＧＩＳソフ
トが利用できるように契約し、整備した。

46

・教育実践支援室において、各教員が授業改善など
に主体的に関われるよう支援するとともに、各学科
に授業改善を推進する教員を配置する。

　教育実践支援室は、教員の要請に応じた「授業の方法－基本編」
と題した研修会を連続開催し、参加教員の具体的な疑問に答え、課
題となる点とその解決方法の共有に努めた。また、教育実践支援室
の構成員である教育実践支援員は、各学部・学科において、授業改
善のためのプログラム研究を進めた。
　なお、「人間探求学研究会」は前年度に引き続き開催し、本学の
特長科目である新入生導入科目「人間探求学」の授業方法の改善に
向けて集中的な検討を行った。

47

・学生による授業評価の集計結果の分析を各学部等
で行うとともに、ＦＤ研究会や授業見学会などの実
施を通じて授業改善につなげる。

　学生による授業評価の分析を通じて、教員の基本的なスキルに改
善の必要が認められたことから、研修会「授業の方法－入門編：計
６回」を連続して開催した。教員相互の授業見学会は前期（６月）
に２９３科目、後期（１１月）に２７７科目（前後期とも全講義科
目の８９％）について実施され、授業改善に有効な教員の相互評価
が行われた。

48

・教育実践支援室において、講義概要に加え詳細な
ＷＥＢ版シラバスを作成するための研修会を実施す
る。

　導入的なＷＥＢ版シラバス研修会を外部講師を招いて開催し、印
刷媒体としての「履修の手引」とは異なる学生への情報提供の方法
を学んだ（参加教員：７０人）。

49

・教育実践支援室において、各教員の授業改善を支
援するための研究会、研修会や授業見学会の実施を
奨励する。

　教員間での授業運営のためのスキル向上への関心に応えて、教育
実践支援室による研修会「授業の方法－入門編：計６回」を連続し
て開催するとともに、授業見学会の開催を通じて教育力向上のため
の支援活動を進めた。

50

・教育実践支援室において、授業運営方法について
の教員向け研修会を開催する。

　教育実践支援室において、授業方法の改善のための研修会および
授業見学会を開催した。さらに、後期から教育補助員制度を試行的
に導入し、学生の「書く表現力」の向上に向けた授業方法の改善支
援に取り組んだ。

51

・全学年、全学部でグループアドバイザー制度など
きめ細かな少人数指導体制をとり、充実した学習・
生活指導を行う。

　全学年を通じて少人数による指導上の懸案事項であった２回生を
主とする対応のあり方につき、クラス編成および科目構成を工夫
し、全学部での少人数ごとの学生の状況の把握と指導を行った。

52

・オフィスアワーを大学ホームページや講義概要等
に記載して学生への周知に努めるとともに、オフィ
スアワー等を利用した双方向の学習指導に努める。

　教員のオフィスアワーを大学ホームページに掲載するとともに掲
示板に掲示し、学生の積極的活用を促した（参加率は全教員の８
９．２％）。

　ア　学習相談や生活相談、経済的支援に関する具体的方策

年度計画の進捗状況

　ウ　教育活動の評価および評価結果を質の改善につなげるための具体的方策

　エ　授業改善に効果的なＦＤ活動を行うための具体的方策

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　１　教育に関する目標　　　(4) 学生への支援に関する目標

年　度　計　画

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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53

・学生支援のための教職協働体制を強化する。 　学生支援センターの運営にあたって必須の要件である学部と事務
局との連携強化を進めるため、次のような措置を講じた。
　①学生指導にあたって教員による適切な指導を必要とす
　　る場合に備え、学生部委員の教員が相談・指導に随時
　　参加する体制を設けた。
　②就職指導担当教員と事務局担当グループとによる定期
　　的な協議の場を設け、学部・学科の専門領域に関連す
　　る業界の求人動向について意見・情報交換を行い、学
　　生指導体制の強化を進めた。
　こうして学生支援センター全体の対応能力の向上に努めた結果、
年間の相談窓口受付件数は１２,２６９件にのぼった。さらに、平成
２１年度から学生支援室に担当教員として特任教授１人を常駐させ
て、学生相談に対応することを決定した。

54

・学生支援センターの学生相談室において、臨床心
理士による学生相談を行うとともに、学生相談担当
教員との連携により問題を抱えている学生の早期発
見・早期対応に努める。

　学生相談室において、年間９４件のカウンセリングを行った。問
題を抱えている学生の早期発見・早期対応のためには、学生支援セ
ンターの職員と臨床心理士を含む担当教員との連携強化が急務であ
ることから、両者の協議の場を設けるとともに学部のアドバイザー
等との連携推進を図った。

55

・人権問題に関わる研修会を続き引き開催し、教職
員の学生相談に関する意識の向上を図る。

　全学の構成員を対象とした人権問題研修会を２月に開催するとと
もに、各学部および国際教育センターにおいても人権問題研修会を
開催し、人権尊重に対する一層の理解を深めた。

56

・健康相談室において学生の健康相談全般からヘル
スケア相談に対応するなど、学生の健康管理につい
て積極的な支援に努める。

　平成２０年度の健康相談室での相談受付件数は９２６件で、外部
機関との連携を取りながら学生からの相談に応じた。なお、麻疹の
流行が懸念されたことから検査と予防接種についての指導を行うと
ともに、薬物使用（大麻）についてもオリエンテーションなどの機
会を活用して指導を行った。

57

・「若者の健康と栄養」を人間学科目として新たに
開講し、健康な食生活に関する学生の意識の向上に
努める。

　人間学科目として「若者の健康と栄養」を開講（受講者数１０３
人）し、健康な食生活についての学生の意識の向上に努めた。

58

・各種奨学金に関する積極的な情報提供に努める。 　学生支援センターにおいて、日本学生支援機構を含む団体・機関
からの１６種の奨学金募集についての情報提供および受給資格など
についての個別相談に対応した。その結果、１６種の奨学金につい
て３０６人が受給することとなった。

59

・これまでの授業料減免制度を成績を加味したもの
に変更し、経済的支援を必要とし学業に意欲のある
学生の支援に努める。

　平成２０年度から授業料減免制度を成績状況を加味できる内容に
変更し、学業に意欲のある学生への支援を強化した（減免対象者：
１３４人（外国人留学生を除く。））。

60

・平成２１年度入学生から、県内に住所を有する生
活困窮者に対して、入学料を免除する制度を新設す
る。

　平成２１年度の新入学生から、県内に住所を有する生活困窮者に
対する入学料免除制度を新設した。

61

・大学院生の研究成果の発表を奨励するため、学会
発表や論文原稿投稿に必要となる費用を支援する。
（再掲）

　大学院生の外部研究発表を奨励するため、旅費に加えて学会参加
負担金および論文投稿料を支給できるようにし、支援を行った。
　なお、平成２０年度の学生の研究発表に係る受賞件数は１７件
（学部生７件、大学院生１０件）であった。

62

・学生のセルフマネジメント能力の向上を図るた
め、全学年を通したキャリア教育プログラムの充実
を図る。

　新たに１・２回生向けの「キャリアデザインセミナー」を３回開
催し、これまで就職指導のみであったキャリア形成支援の内容を留
学・進学なども加え、低学年からの４年間を通じたプログラム拡充
を図った。

63

・キャリア形成指導プログラムや各種講座につい
て、女性向け、教職希望者向けなど卒業後の進路等
に応じた体系的なキャリア教育プログラムとして整
備する。

　公務員対策講座や教職ガイダンスを実施するほか、各種講座・ガ
イダンス、業界・企業研究会を全１９回開催するとともに、各学部
においても卒業生を招いた体験発表会等を開催し、留学や進学も対
象に含め将来の進路を考えるプログラムとして整備した。

64

・企業研究会での卒業生との交流会や同窓会組織と
連携した卒業生セミナーを実施するなど、卒業生を
通じて生の企業情報の提供に努める。

　学内での各種ガイダンス等を通じて、ＯＢ・ＯＧからのメッセー
ジを「就職活動体験記」として活用するとともに、各学部において
も卒業生を招いた体験発表会等を開催した。特に、工学部では県内
外の企業を会員とする工学部支援会による企業研究会において、卒
業生との交流会を実施し、卒業生を通じた情報の提供に努めた。
　しかし、同窓会組織と連携した卒業生セミナーは、計画について
の詳細を打ち合わせるには至らなかったので年度内には実施できな
かった。

　イ　就職支援に関する具体的方策

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

15



65

・インターンシップの実施にあたっては、滋賀県内
の企業に限らず他府県の企業にも拡大して実施す
る。また、インターンシップについての大学の基本
的な方針をまとめ、平成２１年度からの単位認定に
向けた準備を行う。

　インターンシップ協力企業の拡大に努め、受け入れ受諾企業・団
体を５２（県内３１、県外２１）に拡大した（昨年度３２）。ま
た、実際に、２７企業・団体で３３人（前年度：１５人）の学生が
インターンシップに参加し、学生の主体的な職業観の確立などに有
効であったことが、インターンシップ報告書ならびに報告会で示さ
れた。
　さらに、インターンシップの単位認定化のための検討を進め、平
成２１年度から正規科目として実施することを決定した。

66

・大学ホームページ（「企業の方」むけ）に、学部
卒業研究、大学院修士論文・博士論文のタイトル一
覧へのリンクを設けるなど、教育研究内容について
の積極的な情報提供に努める。

　企業関係者に本学の教育・研究内容をより分かりやすく伝えるた
め、大学ホームページで卒業研究および論文タイトル一覧などに容
易にアクセスできるように改善を進めた。

67

・学生の就職状況を学科ごとに分析し、各学科の教
育内容の特色に応じた就職支援を行う。

　キャンパスガイドおよび大学ホームページにおいて、学部・学科
ごとの就職状況と特徴を分かりやすく掲載するとともに、就職指導
担当教員と事務局担当グループとの連携を密にして就職指導を行っ
た。

68

・各種国家試験・資格試験と授業科目との対応関係
について学生に周知を図るとともに、受験指導につ
いても相談窓口などの指導体制を明確にする。（再
掲）

　各種国家試験・資格試験と授業科目との対応関係について、「履
修の手引」に分かりやすく記載するとともに、各学科のオリエン
テーションに際しても改めて説明し、学生に周知を図った。
　また、「履修の手引」（平成２０年度版）では記載対象とする資
格を１６件に増やすとともに、学生からの相談を受ける学生支援セ
ンターと各学部就職指導担当教員との連携強化を進めるなど、指導
体制を明確にした。

69

・学生支援センターにおける留学生や社会人に対す
る相談を充実させる。

　学生支援センターの主催で留学生懇談会を開催するとともに、留
学生を支援するための留学生支援会を設立した。
　さらに、留学生の就職活動の支援を強化するために、留学生を対
象とする就職ガイダンスを初めて実施した。
　また、社会人学生を対象にした調査を実施したところ、文献検索
に関するスキルなどについて研修の必要性が明らかになったので、
研修プログラムと教材を開発し、研修会を実施した。さらに、社会
人学生等の学習環境を充実させるため、図書情報センターの土曜日
開館（月１回程度）を実施した。

70

・「異文化理解」として科目認定している海外派遣
プログラムの多様化を検討する。

　海外だけでなく国内における異文化理解クラスの新規開設も検討
すべきとの観点から検討を進めた。その第一歩として、ＪＣＭＵ
（ミシガン州立大学連合日本センター）との交流を促進させるた
め、ＪＣＭＵ学生の本学への通学用のバスを走らせるとともに、Ｊ
ＣＭＵにおける英語クラスに本学学生１６人を派遣し、本学とＪＣ
ＭＵ間の単位の相互活用を推進し、密度の高い交流関係に努めた。

71

・受入留学生の知的資源を活用するため、ＴＡやメ
ンターとして授業や課外活動に参加する方策を検討
する。

　ＪＣＭＵ（ミシガン州立大学連合日本センター）の学生にバスを
提供することにより本学への通学が容易になったことから、本学の
英語学習サークル（ＥＳＳ）への参加を通じてコミュニケーション
の活性化に寄与した。また、神戸見学旅行、近江楽座など課外活動
への参加を通じて、日本人学生や地域社会との交流に努めた。

72

・留学生宿舎を新たに４戸整備する。 　留学生宿舎を新たに４戸整備するとともに、かねてからの懸案で
あった住居賃借に際しての保証人については、日本国際教育支援協
会が運営する留学生総合補償制度を活用し、留学生支援会が機関保
証することとなった。

73

・勉学との両立可能な良質なアルバイトの開拓に努
める。

　学生支援センターにおいて、留学生を対象とした図書情報セン
ターや生協など学内におけるアルバイトの優先的紹介に努めた。

74

・社会人の修学に関する実態および課題を把握する
ため、社会人学生および関係機関に対する調査を行
う。

　社会人学生の修学状況に関する基礎的なアンケート調査を実施し
た（対象者数４５人、回答数２８人）。
　その結果、学業継続上の難しさとして、多くが職場との関係をあ
げた。そこで平成２１年度には、職場での理解が得られやすくなる
ような方策を検討・実施することにした。

　ウ　社会人学生・留学生等に対する配慮

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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75

・個々の教員が推進する創造的研究を研究費の面で
支援するため、特別研究費助成に個人が申請できる
カテゴリーを設ける。

　個々の教員が推進する研究について、優れた独創的・創造的研究
に対して一般研究費以外の研究費の面で支援するため、学内研究助
成枠（特別研究費）に複数教員による共同研究に加えて個人が申請
できるカテゴリーを設けた。

76

・大学として重点的に推進するプロジェクト研究
テーマを設定し、学内外の研究者による研究チーム
の組織化を行い、文部科学省等の公募プログラム・
プロジェクトへ申請する。

　「健全な湖沼生態系を創出する生物資源利用システムの構築」を
テーマとして、グローバルＣＯＥへの申請を目指し申請書をとりま
とめた。結果、申請には至らなかったが、学内はじめ、海南大学(中
国)やレイクスペリオル大学(アメリカ)などの海外の研究者による
チームの組織化に着手し、今後新たな研究プロジェクトへの足がか
りを作った。

77

・滋賀大学、ＩＬＥＣ（財団法人国際湖沼環境委員
会）との包括協定に従い、環境をテーマとした共同
研究を開始する。また、琵琶湖博物館と民俗学、考
古学分野での共同研究の実施について協議する。

　平成１９年７月に締結した協定に基づき、３月に国際フォーラム
を開催したほか、流域政策研究フォーラムの運営、共同セミナーの
定期開催を通じ、湖沼流域管理のガバナンス向上のための共同研究
を進めた。また、琵琶湖周辺における考古学において人間文化学部
教員と琵琶湖博物館、京都大学による共同研究を行った。

78

・平成１９年度の特別研究プログラム「自然共生流
域圏の創生－山ぎわから湖ぎわまで－」の実施結果
を踏まえて、琵琶湖保全に関する研究を重点的に推
進する。

　学内競争的資金である特別研究費の重点領域研究枠において、平
成１９年度の同プログラムの内容を踏まえて、平成２０年度におい
ては、琵琶湖保全に関係する琵琶湖とその集水域の人と自然の共生
システムの構築についての研究として、彦根市石寺地先における大
学と地域との連携による「地域再生モデル創出の実証的研究」を
テーマとした研究を採択し、支援を行った。

79

・ガラス工学研究センターを中心にガラス製造技術
に関する国際レベルの研究を推進する。

　国内の大学では初めての設置となったガラス工学研究センターで
は、ガラス材料の脆性破壊などをテーマとして、地域から世界へ
と、国際的に通用するガラス研究に取り組み、招待講演等４件、査
読付論文９件、国際会議等での研究発表２１件の実績をおさめた。

80

・開発した教材を用いて、大学サテライト・プラザ
彦根等でテスト教育を行い、結果を評価する。

　がん看護分野の質の高い看護師の育成研修プログラムを開発し、
大学サテライト・プラザ彦根で講義、連携拠点病院で実習を行った
後、研修参加者(２６人)を対象にインタビュー等により当該研修プ
ログラムの評価・検証を行い、高評価を得た（４満点で平均３．６
点）。

81

・韓国国民大学校、モンゴル国立大学との学科間協
定をもとにした人的交流を進め、東アジア比較都市
研究の継続とモンゴル・フブスグル湖周辺地域に関
する文化人類学、民俗学、歴史学等の総合的研究を
進める。

　韓国国民大学校とは、人間文化学部地域文化学科に学生２人を受
入れ、本学から学生２人を派遣するとともに、東アジア比較都市研
究に関する研究交流を行った。
　また、モンゴル国立大学とは、モンゴル・フブスグル湖周辺地域
に関する文化人類学、民俗学、歴史学等の総合的研究を推進するた
めの合同調査（平成２０年９月３日～平成２０年９月６日）を実施
した。

82

・教員の業績データベース、広報誌および学部報の
内容を充実するとともに、学報を発刊する。また、
国立情報学研究所データベースへの論文登録を推進
する。

　教員研究業績データベースの構築に着手するとともに、既存デー
タベースとして利用価値の高い国立情報学研究所のデータベースの
周知を図り、論文登録を推進した結果６９人が登録した。

83

・教員の研究成果発表会、各種セミナーおよび公開
講座を積極的に開催するとともに、研究者総覧「知
のリソース２００７（追録版）」を発行して本学の
研究成果を広く地域に公開する。

　工学部研究交流会（１０月）、地域産学ものづくりセミナー（１
２月）を大学サテライト・プラザ彦根において開催し、地域企業等
に積極的に研究成果を公開した。また、平成２１年３月には環境共
生システム研究センター主催で、「地域からつくる環境共生－低炭
素社会をめざして－」をテーマに研究発表会を開催した。その他、
知のリソースの発行やびわ湖環境ビジネスメッセ（１１月）等への
参加などを通じて、研究成果、研究シーズの公開に努めた。

84

・教育施設のうち、体育館および野球場などのス
ポーツ施設の開放を推進する。

　施設等の貸付規程の改正を行い、１月から新たに体育館および野
球場などスポーツ施設の有料開放を開始した。
（交流センター、講義棟の利用実績：延べ２７５部屋、実質８４
日、貸付収入額９５２千円）

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　２　研究に関する目標　　　　(1) 研究水準および研究の成果等に関する目標

年　度　計　画

　ア　目指すべき研究の方向性に関する具体的方策

　イ　大学として重点的に取り組む領域に関する具体的方策

　ウ　成果の社会への還元に関する具体的方策

年度計画の進捗状況
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85

・教員の研究業績のデータベース化を促進するとと
もに、企業との緊密な交流により企業ニーズを積極
的に把握し、共同研究等をさらに促進する。

　教員研究業績データベースの構築に着手するとともに、研究シー
ズ集２００８を作成し、県内企業、研究機関等に配布してシーズの
公開を行ったほか、地域産学連携センターの専任教員、特任教授等
を活用し、企業ニーズを積極的に把握し、共同研究等をさらに促進
した結果、９１件（前年度：８５件）の受託研究・共同研究を行っ
た。
　

86

・教員の研究活動に対する評価項目・配点をさらに
改善するとともに、教員の業績データベースを整備
する。

　一般研究費の配分における職階区分を完全に廃止した。業績評価
配分においては、評価項目、配点の見直しを行うとともに、その得
点により、Ａ、Ｂ、Ｃの３階級に区分して配分する方式を導入し
た。また、教員の業績データベースの整備に着手した。

87

・平成１９年度の年度計画について県法人評価委員
会の評価を受けるとともに、部局ごとおよび全学の
外部評価を実施する。

　平成１９年度の年度計画について、滋賀県公立大学法人評価委員
会から「概ね計画どおり進んでいる」との評価を受けた。また、認
証評価基準に準じて策定した評価基準に基づき、各学部等の自己評
価（６月）、外部評価（９月）を実施するとともに、これらの結果
を踏まえて全学自己評価を１２月に実施した。全学外部評価につい
ては、３月に実施する予定であったが、外部評価委員の都合により
平成２１年５月に延期して実施した。

88

・理事長報奨制度を活用することにより、評価制度
とリンクさせた処遇をする。

　職員表彰規程による優秀職員表彰や理事長報奨制度による表彰に
ついて、学部長等の推薦により５人を表彰することを決定した。

89

・教員の採用は原則として公募制によるとともに、
学外者を選考委員に登用した選考審査を拡大するな
ど選考過程の客観性・透明性をより高めた教員選考
を行う。

　教員採用人事での透明性および客観性の確保のため、戦略的人事
を除く１４件すべてについて公募制による採用人事を行うととも
に、戦略的人事としての内部昇任人事７件についてもすべて外部審
査委員の参加を得て行った。

90

・教員のグループ化を促進するため、特別研究費に
よる共同研究の支援やプロジェクト研究を推進す
る。

　教員のグループ化を促進するため、特別研究費において学部、学
科横断的なグループによる研究について、重点領域研究２件と特別
研究３件として支援・推進した。

91

・一般研究費の基礎配分額においても、職階による
区分を廃止し、優秀な若手教員を優遇する。

  

　一般研究費は、その配分において職階による区分を完全に廃止
し、さらに特別研究費において、若手研究者の研究を奨励する枠を
設けて、優秀な若手教員を優遇した（平成２０年度採択：１３
件）。

92

・平成２１年度からのサバティカル制度の導入に向
けて、制度の詳細を策定する。

　サバティカル制度を創設し、平成２１年度から施行することとし
た。本制度は、本学に継続して７年間勤務した者を対象に、学部長
等の推薦（各１人ずつ）に基づき、教員が従事する教育および学内
委員会等に係る職務の全部または一部を６ヶ月を限度として免除す
ることとしている。

93

・外国人客員研究員を引き続き受け入れるととも
に、海南大学等との間で共同研究を立ち上げる。

　海南大学海洋学院（中国）との学術交流協定に基づき、藻類に関
する共同研究を開始し、平成２０年７月に本学から３人の研究者を
派遣したが、本学への外国人客員研究員の受入はなかった。

94

・一般研究費は、基礎配分における職階区分を廃止
するなど業績評価における評価項目・配点を見直
し、配分方法をさらに改善する。

  

　一般研究費は、基礎配分、業績評価配分ともに完全に職階区分を
廃した配分方法とした。業績評価配分においては、その評価項目・
配点を見直すとともに、得点により、Ａ、Ｂ、Ｃの３階級に区分し
て配分する方式を導入した。

　エ　研究の水準・成果の検証に関する具体的方策

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　２　研究に関する目標　　　(2) 研究実施体制等の整備に関する目標

年　度　計　画

　ア　適切な研究者等の配置に関する具体的方策

年度計画の進捗状況

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　イ　研究資金の配分システムに関する具体的方策

18



95

・従来の特別研究費をプロジェクト研究のための重
点領域研究、特別研究および若手教員養成のための
奨励研究に区分して配分する。

　従来の特別研究費を学部、学科の枠を越えたグループ化によるプ
ロジェクト研究のための重点領域研究（研究期間３年以内、研究費
１５，０００千円以内）、特別研究（研究期間２年以内、研究費
２，０００千円以内）および若手教員養成のために奨励研究（研究
期間１年、研究費５００千円以内）に区分して配分した。

96

・特別研究費のなかに、大学として重点的に推進す
る研究として新たに重点領域研究を設け、戦略的に
配分する。

　特別研究費の中に重点領域研究（期間３年、研究費総額１５，０
００千円以内）を設け、「大学と地域との連携による『地域再生モ
デル創出の実証的研究』」「滋賀県立大学子ども未来応援プロジェ
クト」の２件を採択して、研究費を配分した。

97

・科学研究費補助金等競争的資金の獲得を支援する
ための契約職員を新たに雇用する。

　４月から２人の特任教授を任用し、教員の競争的資金獲得への支
援をした。特に、科学研究費補助金においては、研究計画書のレ
ビューを行うなど申請書作成の支援を行うとともに、学外から講師
を招聘しての講演会を開催した（９月）。これらの取組の結果、新
規申請数が９８件（前年度：８５件）と増加した。さらに、ＪＳＴ
（独立行政法人科学技術振興機構）のシーズ発掘支援事業への応募
を強力に推進し、申請数は前年度（１０件）から大幅に増加し３６
件となった。

98

・構築した情報システムを改善して、研究設備、研
究資材の共同利用を促進する。

　学内で管理している固定資産等について、各教職員が学内グルー
プウェアのトップページから容易に閲覧できるよう改善した。ま
た、学内での相互利用を促進するため、学内グループウェアの電子
会議室内に掲示板を作成し、必要な物品に関して教職員間で有効利
用できる環境を整えた。

99

・知的財産ポリシーに基づく特許等に関する方針を
徹底するとともに、弁理士（客員教授）による特許
相談会を行い特許等の出願を促進する。

　平成１９年度末においてとりまとめた本学の知的財産ポリシーを
大学ホームページなどで学内外に発信し、その周知を図った。さら
に、特許制度に関する理解を深めるとともに、具体的事例に適切に
対応し、特許等の出願に繋がるよう、客員教授の弁理士による特許
相談の実施（相談実績：８件）や知的財産啓蒙に関する特別講義を
開催した（９月２９日～１１月１７日の全６回）。

100

・平成１９年度に近畿経済産業局に採択された「地
域資源活用型研究開発事業」および「戦略的基盤技
術高度化支援事業」を通じて、県内研究機関と連携
して地域の中小企業への技術移転につなげる。
　

　産業支援プラザ等関連機関と連携し、各種事業を通じて、地域の
中小企業数社に対して技術の移転を行った。その一例として、経済
産業省の「地域資源活用型研究開発事業」において、企業、県工業
技術センタ－との共同研究において、信楽焼の加工技術を利用した
セラミックフィルターの開発、実用化の可能性を見出した。

101

・大学の知的財産所有に寄与が大きい教員に対し
て、外部資金のオーバーヘッドを財源にインセン
ティブを与える方策の導入を図る。

　大学の知的財産所有に寄与が大きい教員への支援、優遇措置の方
策を検討したが、導入するまでには至らなかった。

102

・研究戦略委員会に専門委員会を設け、研究活動の
評価と評価結果を研究の質の向上につなげる方策を
検討する。

　研究戦略委員会において、研究の質に関する評価の観点・基準に
ついて討議し、理系分野の基準（Scopusを用いたh-index）を設定す
るとともに、文系においても質の向上のための具体的方策の検討に
着手した。

103

・大学として重点的に取り組むプロジェクト研究の
テーマを設定し、学内外の研究者による研究チーム
の組織化を行う。

　地球温暖化防止、低炭素社会への転換など自然環境の豊かな生態
系機能を損わない人間社会の発展を目指し、環境共生システム研究
センターを６月に開設した。さらに、県内の公設試や海外の大学
（レイクスペリオル大学（アメリカ）、アウグスブルク大学（ドイ
ツ））などとの研究交流体制の構築に着手した。

104

・従来の特別研究費に新たに長期にわたる重点領域
研究に対して支援する区分を設け、研究費を配分す
る。

　従来の特別研究費に新たに重点領域研究として研究期間を３年と
した支援枠を設け、２件に対して研究費を配分した。

　ウ　研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策

　エ　知的財産の創出、取得、管理および活用に関する具体的方策

　オ　研究活動の評価および評価結果を質の向上につなげるための具体的方策

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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105

・平成１９年度に近畿経済産業局に採択された「地
域資源活用型研究開発事業」や「戦略的基盤技術高
度化支援事業」など行政や企業などとの共同研究に
取り組むとともに、地域課題の調査研究に市民と協
働して取り組む。

　企業や県の関連機関との共同研究に取り組む（３９件）ととも
に、平成１９年度に引き続いて「地域資源活用型研究開発事業」、
「戦略的基盤技術高度化支援事業」において、信楽焼の加工技術を
利用したセラミックフィルターの開発やμＴＡＳチップの高精度金
型の開発などに取り組んだ。また、平成２０年度には「地域イノ
ベーション創出研究事業」が採択され、バイオマス資源のひとつで
ある籾殻を有効利用した自動車部材の開発等に取り組んだ。
　さらに、湖北地域（長浜市、木之本町）での「都市と地域の交流
居住事業」、高島市の若者定住事業など、地域と協動して地域課題
の調査研究（６件）に取り組んだ。

106

・滋賀大学、ＩＬＥＣ（財団法人国際湖沼環境委員
会）との包括協定に従い、環境をテーマとした共同
研究を開始する。また、琵琶湖博物館と民俗学、考
古学分野での共同研究の実施について協議する。
（再掲）

　平成１９年７月に締結した協定に基づき、３月に国際フォーラム
を開催したほか、流域政策研究フォーラムの運営、共同セミナーの
定期開催を通じ、湖沼流域管理のガバナンス向上のための共同研究
を進めた。また、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）の事業
を通じ、県工業技術センター等との共同研究を進めるほか、琵琶湖
博物館との共同研究の実施の可能性について学内検討を行った。

107

・琵琶湖の環境保全に関連したプロジェクト研究の
テーマを設定し、学内外の研究者による研究チーム
の組織化を行う。
　

　６月に開設した環境共生システム研究センターにおいて、県内の
公設試や海外の大学（レイクスペリオル大学(アメリカ)、アウグス
ブルク大学（ドイツ））などとの研究交流体制の構築に着手した。

108

・外国人客員研究員を引き続き受け入れるととも
に、海南大学等との間で共同研究を立ち上げる。
（再掲）

　環境科学部と学部間協定を締結している海南大学海洋学院（中
国）との間で共同研究を開始した。その第一歩として、海南島にお
いて予備調査を実施し、その結果をもとに外部研究資金獲得のため
の申請をしたが、本学への外国人客員研究員の受入はなかった。

109

・地域に開かれた大学として社会貢献活動を活性化
するため社会貢献推進委員会において、産学連携、
地域づくり、生涯学習等について政策の企画立案等
を検討し、大学の社会貢献活動を総合的に推進す
る。

　社会貢献推進委員会において本学の社会貢献推進に関する基本方
針を策定し、これを受けて平成２１年度の生涯学習、地域づくり研
究、産学連携等の事業計画を立案した。

110

・公開講座、琵琶湖塾などの活性化を図るために、
受講者アンケート結果を踏まえて社会貢献推進委員
会で協議し、受講者ニーズにあった各種講座を開講
し、受講者満足度の向上と受講者数の増加を図る。

　前年度の受講者アンケートの結果を踏まえたテーマ選考などに努
めて次のとおり公開講座を実施し、全体として受講者の満足度が上
昇した（括弧内は昨年度の実績）。
　・春期公開講座（５回）参加者４４５人（２７９人）
　　　満足度８５．９％（７９．５％）
　・秋期公開講座（３回）参加者２０１人（４９４人）
　　　満足度８７．９％（８７．３％）
　・移動公開講座（野洲市）参加者６０人（３９人）
　　　満足度９０．３％（８３．０％）
　また、琵琶湖塾は計８回（うち彦根での開催は２回）開催し、延
べ２，０００人（平成１９年度：２，１００人）の参加者を得るこ
とができ、全県域で生涯教育サービスの提供ができた。さらに、大
学サテライト・プラザ彦根では、３大学連携リレー公開講座や、産
学連携事業として工学部支援企業向けの研究発表会、ものづくり公
開講座等を開催した。

111

・近江環人地域再生学座等において、社会人を積極
的に受け入れ、地域リーダーの育成に努める。

　平成１８・１９年度に引き続き、学内外で実践的な地域リーダー
育成教育を行い、３月に新たに１３人に近江環人の称号を授与した
（平成２０年度の入学者は１６人、うち社会人６人）。
　また、近江環人地域再生学座の修了生で構成する「環人会」が中
心になり、地域再生フォーラムなどを開催して地域との連携を強め
た（地域再生フォーラムの開催：２回）。

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　カ　県内諸機関との共同研究、学内外共同研究等に関する具体的方策

　Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標
　　３　社会との連携、国際交流等に関する目標

年　度　計　画

　(1)　地域社会等との連携・協力、社会サービス等に係る具体的方策

年度計画の進捗状況
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112

・人間学に設ける「地元学入門」を通じて学生の地
域活動への参加を誘導するとともに、「近江楽座」
の後継者育成のための「学生地域活動サポート講
座」を開催する。
　また、インターンシップの推進について、大学の
基本的な方針をまとめ、平成２１年度からの単位認
定に向けた準備を行う。

　平成２０年度から人間学として「地元学入門」を開講し、１３０
人の受講生を受け入れ、学生の地域活動等とのかかわり方の教育を
推進した。
　また、インターンシップについては、インターンシッププログラ
ムの基本方針等を取りまとめ、平成２１年度から単位認定科目とし
て開講するための準備を行った。

113

・各種審議会、委員会等の委員に積極的に参加する
ため、教員の研究分野・テーマ等を一覧として整備
し、公開する。

　本学教員の研究分野やテーマを大学ホームページ上に公開した。
さらに、平成２０年度から教員の教育・研究・社会貢献活動等の
データーベースの整備を開始した。

114

・「地域づくり調査研究センター」と「交流セン
ター」とを統合した「地域づくり教育研究セン
ター」を設置し、地域に根ざした調査研究活動の機
能を充実する。

　「地域づくり教育研究センター」を４月に設置し、本県における
まちづくりのための基礎資源に関する調査研究等の自主調査研究の
ほか、県等からの受託調査研究（６件）を行った。湖北地域（長浜
市、木之本町）では、「都市と地方の交流居住事業」に取り組み、
地域づくりに関する調査研究を教材とした教育プログラムを実施す
ることができた。

115

・大学の研究成果をもとにした研究発表会、各種セ
ミナー、産業界主催行事への出展協力、工学部支援
会企業等との交流会等を積極的に推進する。

　工学部支援会企業向けの研究交流会（１０月）、産学連携公開セ
ミナー（１２月）等を大学サテライト・プラザ彦根において開催し
たほか、本学において、経済産業協会、彦根地区雇用対策協議会
（１１月）に対して、産学連携の取り組み事例やシーズの紹介など
を行った。
　さらに、滋賀銀サタデー企業塾（６月）、ＪＣ産学連携事業（６
月）、びわ湖環境ビジネスメッセ（１１月）、ニーズ・シーズプラ
ザ（１１月）等産業界主催事業への積極的な出展協力を行った。

116

・平成１９年度に近畿経済産業局に採択された「地
域資源活用型研究開発事業」や「戦略的基盤技術高
度化支援事業」において、行政や企業と連携して研
究成果の地域の中小企業への移転を図る。

　平成１９年度に採択された「地域資源活用型研究開発事業」で
は、企業、県工業技術センタ－との共同研究において、信楽焼の加
工技術を利用したセラミックフィルターの開発、実用化の可能性を
見出した。また、「戦略的基盤技術高度化支援事業」では、医療分
野等で利用される分析用μＴＡＳチップの高精度金型と高精度成形
の研究開発に取り組んだ。さらに、平成２０年度に採択された「地
域イノベーション創出研究事業」についても、本学のレンタルラボ
を研究拠点にし、企業や関連機関と連携し、バイオマス資源のひと
つである籾殻を有効利用した自動車部材の開発等に取り組んだ。

117

・自治体、企業等との共同研究、受託研究を増加さ
せるため、コーディネータによるマッチングのため
の渉外・広報活動を積極的に展開する。

　企業等との共同研究、受託研究を積極的に受け入れるとともに、
コラボしが２１（大津市）のコーディネータおよび地域産学連携セ
ンター専任教員が、県内企業や関連機関を訪問し、企業等とのマッ
チングを図る活動を行った結果、受託研究、共同研究あわせて９１
件（昨年度：８６件）の受け入れができた。

118

・コラボしが２１および大学サテライト・プラザ彦
根を中心にして、学外での技術相談、技術指導を積
極的に実施する。

　コラボしが２１（大津市）に配置のコーディネータが、大学サテ
ライトや産業支援プラザ等での発表会、企業訪問等において技術相
談等を受け（１９件）、本学教員や公設試等を紹介する等の活動を
行ったほか、工学部支援会企業向けの研究発表会や産学連携公開セ
ミナー（１２月）を大学サテライト・プラザ彦根において開催する
など、学外における活動を積極的に行った。

119

・大学を活かした地域活性化のための包括協定に基
づき、滋賀大学、聖泉大学と連携し教育研究・学生
支援・地域貢献などの多様な分野で大学間連携リ
レー講座を開講する。

　大学サテライト・プラザ彦根を核とした大学を活かした地域活性
化のための包括協定に基づき、３大学リレー講座（６～７月）、特
別公開講演会（３月）を連携して開催した。さらに、教育、国際交
流、学生支援の分野においても、同じく彦根の３大学で「大学間連
携コミュニケ」に調印（１１月）して、一層の連携強化に着手し
た。

120

・湖北学学連携協議会で培われた滋賀大学および長
浜バイオ大学との連携を踏まえて、他大学とも連携
して大学サテライト・プラザ彦根を活用したリレー
講座などを推進する。

　企業および滋賀大学産業共同研究センターと本学教員が連携し、
地域ブランド「高島綿織物を活用した新ジャンル衣料品および素材
の開発」の開発に取り組むべく、産業支援プラザのファンド新事業
助成金に応募し、採択された。
　また、長浜バイオ大学、水産試験場、本学教員が連携して「養殖
魚の高品質化技術」を課題として、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術
振興機構）の「地域ニーズ即応型」に応募し、採択された。さら
に、滋賀大学、聖泉大学との３大学連携では、大学サテライト・プ
ラザ彦根においてリレー公開講座を行った。

　(2)　産学官連携の推進に関する具体的方策

　(3)　地域の大学等との連携・支援に関する具体的方策

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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121

・他大学等との授業科目の共有化、分担化について
検討する。

　滋賀大学との単位互換を推進するために、彦根駅前の大学サテラ
イト・プラザ彦根を活用することとし、人間学科目「東洋思想時空
論」を提供した。また、滋賀大学、聖泉大学との彦根３大学・大学
間連携協議会において、大学サテライト・プラザ彦根における教養
科目連携事業を推進することとし、平成２１年度後期からの科目提
供に向けた検討を進めた。

122

・スーパーサイエンス校などとの高大連携を強化す
る。さらに、高大接続についても検討を行う。

　環境科学部および工学部において、スーパーサイエンス校として
協力関係にあった彦根東高等学校と双方の学生・生徒の教育上の連
携をさらに緊密なものにするため、３月に協定を結んだ。

123

・交流協定締結校へ留学する学生に対する支援制度
を設ける。

　派遣留学生に対して、外国人教員による渡航前の英語力強化を
行った。その上で、事前研修会を開催して言葉の面とともに現地で
の生活事情や学習事情についての理解を進め、現地での生活にス
ムーズに移行できるよう支援した。

124

・留学生宿舎を新たに４戸整備するなど留学生の在
留支援を行う。

　留学生宿舎を新たに４戸整備するとともに、留学生に対する各種
支援を実施するため留学生支援会を３月に設立した。かねてからの
懸案であった住居賃借に際しての保証人については、日本国際教育
支援協会が運営する留学生総合補償制度を活用し、留学生支援会が
機関保証することとした。

125

・留学生に「近江楽座」や滋賀の文化や歴史を理解
するのに相応しい催しに参加させる。

　神戸見学旅行や近江楽座をはじめとする地域活動への参加を勧
め、日本の中の中国文化や滋賀の文化や歴史の理解に努めた。

126

・教員の国際学会での発表に対する補助制度を新た
に創設するとともに、新たに協定を締結する韓国国
民大学校文化大学国史学科およびモンゴル国立大学
社会学部民族学科との学術交流を推進する。

　国際的な学術交流を推進するため、教員の国際会議での研究発表
に対する支援制度を新設した。
　また、韓国国民大学校文化大学国史学科との交流協定に基づき学
生を派遣するとともに、モンゴル国立大学社会学部民族学科とは９
月に学長以下の使節団が訪問するなど交流を進めた。
　なお、これらとあわせて、アウグスブルク大学（ドイツ）、レイ
クスペリオル州立大学（アメリカ）との研究交流、蔚山大学（韓
国）との建築分野での教員・学生の交流など、国際的な学術交流を
推進した。

127

・教員の国際学会での発表に対する支援制度を新た
に創設する。

　教員の国際会議での発表を支援するため、特別研究費による研究
発表助成制度を新設した。

128

・大学院生の研究成果の発表を奨励するため、学会
発表や論文原稿投稿に必要となる費用を支援する。
（再掲）

　大学院生の外部研究発表を奨励するため、旅費に加えて学会参加
負担金および論文投稿料を支給し、支援を行った。
　なお、平成２０年度の学生の研究発表に係る受賞件数は１７件
（学部生７件、大学院生１０件）であった。

129

・教育・研究・地域貢献の三本柱の根幹的な委員会
の立ち上げを契機に、常設委員会および付属委員会
の整理、統合等の見直しをする。
　

  

　平成２０年度から交流センター運営委員会、地域産学連携セン
ター運営委員会、地域づくり調査研究センター運営委員会を廃止す
るとともに、環境整備・交通問題等委員会と防火安全委員会を統合
して環境整備安全委員会を設置した（２４委員会→２２委員会（２
減））。

　(4)　他諸外国等との教育研究交流、教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策

　Ⅱ　業務運営の改善および効率化に関する目標

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

年　度　計　画

　１　運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

　　(1)　全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策

年度計画の進捗状況
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130

・企画広報部門を強化するとともに、学報の発行や
ホームページの充実により、学内外への情報発信を
更に強化する。

  

　企画広報部門を強化するため、事務局の人員配置を見直し経営戦
略グループを１人増員した。また、学報を発行するとともに、大学
ホームページに、年度ごとの研究業績一覧、博士論文抄録、入学試
験過去問題などを新たに掲載し、掲載情報の充実に努めた。さら
に、大学紹介広報用のＤＶＤを作成し、関係機関に配付するととも
に、ホームページ上からも閲覧できるようにした。

131

・公立大学法人滋賀県立大学に置く職およびその選
考に関する規程を制定して学部長等の権限を強化し
たことから、引き続きその運営の適正化を期す。

　学部長等の権限の適正化のため、連絡調整会議などで積極的な情
報共有に努め、引き続き学部長等の円滑な職務遂行を支援した。

132

・教員の採用にあたって、学外者を選考委員に登用
した選考審査を拡大するなど客観性・透明性がより
高い選考方法を行う。

　教員の昇任人事については、選考委員に学外委員を含めて選考す
るとともに、衛生委員会の委員に産業医の外部委員を登用した。

133

・若手教員や学外からの新任教員に対し、研究費の
面で優遇措置や特別支援措置を引き続き実施する。

　一般研究費の配分方法において職階区分を完全に廃止し、さらに
特別研究において４０歳以下の研究者を対象とする奨励研究枠を引
き続き設けるなど、若手教員を優遇するとともに、学外からの新任
教員に対する特別支援措置についても引き続き実施した。

134

・工学部に電子システム工学科を新設する。また、
平成２１年度からの大学院博士後期課程の改組案に
ついて、文部科学省へ届出を行う。さらに、国際教
育センターの改組の方向を確定する

　平成２０年４月に工学部電子システム工学科（入学定員５０人）
を新設した。また、平成２１年度からの大学院博士後期課程の改組
案（工学研究科に先端工学専攻を設置など）について、文部科学省
への届出を行った。
　さらに、全学共通教育の質的向上と充実を図るため、平成２１年
度から全学共通教育推進機構を設置することを決定したことから、
国際教育センターを学生を受け入れる組織として改組する方向性を
示し、引き続き教育・研究組織再編委員会で検討することとした。

135

・研究戦略委員会において、研究のマネジメントが
できる人材の発掘、育成を行う。

　研究プロジェクトや受託研究・共同研究などを通じて、研究のマ
ネジメント力を養成するとともに、知的財産権特別講義なども活用
して、人材の育成を図った。また、研究マネジメントのできる人材
として民間から地域産学連携センター教授を採用（１人）するとと
もに、大学院における研究マネジメントに関する講義科目の開設を
検討した。

136

・工学部に電子システム工学科を新設し、学生の受
け入れを開始する。

　平成２０年度から工学部電子システム工学科（入学定員５０人）
を新設し、５０人の入学生を受け入れるとともに、２年目となる平
成２１年度入学者に係る入試志願倍率は、前期３．３倍、後期６．
０倍を確保した。また、電子システム工学科棟の建設に着工し、平
成２１年３月末に完成した。

137

・人事計画に定める定数表に基づき、法人の自律的
な管理のもとで適正な定数管理を行う。

　人事計画に定める定数表に基づき、適正な定数管理を行い、平成
２０年度は学長管理定数から電子システム工学科に１人を新たに充
当した。

138

・人事方針に基づき、年齢制限を緩和するなど応募
要件の幅を広めることにより、優秀な職員の登用に
努める。

　教員の原則公募制による採用方針により、平成２０年度は人事案
件２１件中、戦略的人事案件を除く１４件について公募制により採
用した。また、計画的に法人職員の採用を進めた（平成１９年度２
人、平成２０年度３人、平成２１年度３人）。その際、年令制限の
幅を拡大し応募用件を緩和した。なお、平成２０年度に行った採用
試験の平均競争倍率は、教員２０．８倍、事務職員３３．０倍で
あった。

139

・人事計画に基づき、原則として公募制により採用
する。

  

教員の原則公募制による採用方針により、全人事案件のうち戦略的
人事案件７件を除く１４件すべてについて公募制により採用した。

　　(2)　学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営に関する具体的方策

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　　(1)　中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体的方策

　　(3)　学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策

　　(4)　全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策

　２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

　　(1)　教育研究組織の編成・見直しのシステムに関する具体的方策

　　(2)　任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策

　　(2)　教育研究組織の見直しの方向性

　３　人事の適正化に関する目標を達成するための措置
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140

・引き続き任期制を適用するとともに、年俸制の導
入についても検討する。

  

　任期制教員として、教授１人（地域産学連携センター）、特任教
授２人、特任研究員２人の合計５人を任用した。また、特定プロ
ジェクト職員就業規則を整備して、平成２１年４月１日付けで年俸
制の職員を５人採用することとした。

141

・法人職員について、評価制度を構築する。
 

  

　法人職員についても評価制度を構築し、これに基づき県派遣職員
に準じた人事評価を行い、今後の人材育成のために活用することと
した。

142

・平成２１年度からのサバティカル制度の導入に向
けて、制度の詳細を策定する。（再掲）

　サバティカル制度を創設し、平成２１年度から施行することとし
た。本制度は、本学に継続して７年間勤務した者を対象に、学部長
等の推薦（各１人ずつ）に基づき、教員が従事する教育および学内
委員会等にかかる職務の全部または一部を６ヶ月を限度として免除
することとしている。

143

・人事計画に基づき、女性・社会人・外国人の教員

の採用を引き続き促進する。（再掲）

  

　教員の選考にあたっては、女性や社会人、外国人を積極的に採用
するよう努め、女性４人、社会人６人、外国人１人の教員を採用し
た。

144

・引き続き法人職員の計画的な雇用を行い、事務体
制の強化を図る。

  

　大学運営の専門性を高めるため、平成２１年４月から法人職員を
新たに３人を採用することを決定した。これにより法人職員は計１
１人となった。

145

・事務職員の能力開発を図るため、学内研修および
学外研修等による法人独自の人材育成制度を構築す
る。

　６月に人材育成方針を定め、この方針に基づき事務職員意識改革
研修を行うとともに、立命館大学行政研究・研修センター「大学幹
部職員養成プログラム」に通年で１人、（財）大学コンソーシアム
京都主催のセミナーに４人を参加させ、事務職員の能力開発を行っ
た。

146

・簡素で効率的な事務組織を構築するため、引き続
き事務組織の機能の見直しや組織再編を図る。

　平成２１年度から学則に基づく附属施設として、学生支援セン
ターおよび環境共生システム研究センターを設置する一方、工学部
の新学科の整備が終了したことに伴い、「工学部再編推進室」を廃
止した。

147

・効率的な事務体制を構築するため、必要な事務の
集中化と効果的なアウトソーシングについて検討す
る。

　学生支援センターを設置し、関係グループや教員が教職協働で学
生支援を進める体制を整備した。

148

・引き続き予算編成時に各学部長等と深く連携し、
限られた予算枠の適正な配分に努める。

　役員会において承認を得た平成２１年度予算編成方針に基づき、
予算編成課程において、担当理事、学部長等と連携して意見交換を
行い、これを踏まえてその後の予算編成作業を進めた。

年　度　計　画 年度計画の進捗状況

　　(6)　事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策

　４　事務等の効率化・合理化に関する関する目標を達成するための措置

　Ⅲ　財務内容の改善に関する目標

　　(3)　人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策

　　(4)　柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策

　　(5)　外国人・女性等の教員採用の促進に関する具体的方策

　　(1)　事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策

年　度　計　画

　１　公正で効率的な財務運用を達成するための措置

　　(1)　限られた資源を効率的に配分するための措置

　　(2)　業務のアウトソーシング等に関する具体的方策

年度計画の進捗状況
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149

・研究費配分の評価項目や配点を見直すなど研究費
の評価配分をさらに客観性のある方式に改善する。

　一般研究費の職階区分を完全に廃止し、若手研究者の研究環境の
改善を図るとともに、業績評価における評価項目・配点を見直し、
得点により、Ａ、Ｂ、Ｃの３階級に区分して配分する方式を導入し
た。

150

・平成１９年度決算を前年度決算との比較をするな
どわかりやすく加工し、公表する。

　財務諸表について、県公報に登載するとともに、大学ホームペー
ジにおいて前年度決算との比較をするほか、グラフなどを使って分
かりやすくした資料を加えて公表した。

151

・引き続き事務手続き等の電子化、ペーパーレス化
を図るとともに、日々雇用職員の申請手続きと支払
い事務とを合わせて一貫処理を行うなど財務システ
ムの改善を図る。

　事務手続等の電子化の一貫として、日々雇用職員の雇用計画をシ
ステム化し、雇用計画から支払いまでの事務を財務会計システムで
管理が行えるよう改善を図った。

152

・研究費執行マニュアルを改正するなど引き続き、
支出手続きの簡素化に努める。

　研究費執行マニュアルを使いやすく改正するとともに、５月から
研究費等による図書のインターネットによる購入を認めた。

153

・他の国公立大学等の基準を参考に、収入面からみ
て授業料を適正な水準に定める。また、教職員間お
よびグループ間の連携により、引き続き授業料収入
の１００％確保に努める。

　他の国公立大学等の基準を参考に、収入面からみて授業料を適正
な水準に定めることとしているが、国の標準額が未改定であり他の
公立大学の動向からも据え置くこととした。なお、教職員間および
グループ間の連携により、引き続き授業料収入の１００％確保を目
指した。

154

・教育・研究組織再編委員会において大学院博士後
期課程の再編を検討して得られた改組案の文部科学
省への届出を行う。同時に博士前期課程の定員改定
を届け出る。
　

　大学院博士後期課程の再編について教育・研究組織再編委員会に
おいて検討を行い、工学研究科の２専攻を１専攻に統合して先端工
学専攻(入学定員３人）を新たに設置するなどの改組案を取りまと
め、５月に文部科学省への届出を行った。これと同時に、各研究科
博士前期課程の定員改定についても、文部科学省への届出を行っ
た。

155

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等の
競争的外部資金への応募を支援する体制を強化し、
獲得額の更なる増加を図る。

　４月から２人の特任教授を任用し、教員の競争的資金獲得への支
援をした。特に、科学研究費補助金においては、研究計画書のレ
ビューを行うなど申請書作成の支援を行うとともに、学外から講師
を招聘しての講演会を開催した（９月）。これらの取組の結果、新
規申請数が９８件（前年度：８５件）と増加した。さらに、ＪＳＴ
（独立行政法人科学技術振興機構）のシーズ発掘支援事業への応募
を強力に推進し、申請数は前年度（１０件）から大幅に増加し３６
件となった。

156

・共同研究、受託研究の受入を促進させるため、教
員の研究業績のデータベース化を促進するととも
に、コーディネータによる渉外・広報活動を積極的
に展開する。

　大学全体として教員の教育、研究、社会貢献等の業績データベー
ス化を推進した。また、産学連携においては、大学ホームページ等
で教員の研究業績を公開しているほか、２００８研究シーズ集を新
たに作成するとともに、県や各種関係機関が開催する事業等での研
究紹介やコーディネータによる企業訪問などを通じて大学の研究成
果の広報活動に努めた。

157

・外部資金の獲得状況をホームページで公開する。
　

　特に取り組みを強化している科学研究費補助金獲得状況につい
て、平成２０年度の科学研究費補助金の採択結果を大学ホームペー
ジに公開した。

158

・積極的に外部研究資金を導入した研究者にオー
バーヘッドを財源に支援措置、優遇措置の導入を図
る。

　外部研究資金を獲得した研究者の所属学部等に対し、その獲得額
に応じて、オーバーヘッドを財源とした研究環境整備のための支援
措置、優遇措置を行った。

159

・科学研究費補助金、公募型プロジェクト研究等の
競争的外部資金への応募を支援する体制を強化し、
獲得額の更なる増加を図る。（再掲）

　４月から２人の特任教授を雇用し、科学研究費補助金の獲得を重
点項目とし、申請件数、採択率の向上のための啓蒙活動および申請
書レビューなどの支援に取り組んだ。
　また、ＪＳＴ（独立行政法人科学技術振興機構）の「シーズ発掘
試験」への応募を多数の教員に働きかけた結果、３６件（平成１９
年度：１０件）の応募があるなど外部資金獲得額増加に努めた。

　　(2)　外部資金受け入れの増加に関する目標を達成するための措置

　　(2)　公正な財務運用を担保するための措置

　　(3)　使いやすく、無駄のない財務運用を可能にするための措置

　２　自己収入を増加するための措置

　　(1)　授業料・入学料収入を確保・増加するための措置

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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160

・公開講座（春季・秋季）は、講習料を徴収する。 　春期公開講座（５回）、秋期公開講座（３回）を有料（１講座５
００円）で開講し、あわせて６４６人の受講者があった。

161

・教育施設のうち、体育館、野球場などスポーツ施
設の開放を推進し、有料化についても検討する。

  

　施設等の貸付規程の改正を行い、１月から新たに体育館および野
球場などスポーツ施設の有料開放を開始した。
（交流センター、講義棟の利用実績：延べ２７５部屋、実質８４
日、貸付収入額９５２千円）

162

・引き続き不要品等の売却を行う。
  

　老朽化した教育研究機器等の不用物品の一括処分(１９０件)を実
施し、売却可能な物については売却を行った。また、一括処分以外
においても、売却可能な物については随時売却を行った。

163

・効率的な事務体制を構築するため、必要な事務の
集中化と効果的なアウトソーシングについて検討す
る。（再掲）

　学生支援センターを設置し、教職協働で学生支援を進めるととも
に、平成２１年度から学生サポートスタッフを設置することによ
り、人員を増やすことなく学生サービスの充実に努ることとした。

164

・学内施設のエネルギー管理を行い、光熱水費の削
減につながる具体策を実施する。また、ＥＳＣＯ事
業等の実施を検討する。

　Ａ１棟、Ａ５棟、食堂の不要照明について消灯点検管理を行うと
ともに、冬季には、カリュキュラム上で使用する講義室を振替え
て、発生した空きフロアーの空調を停止することによる空調機の効
率的な運転や、年末年始の連続休暇時にＡ棟の昇降機（エレベー
タ）の停止を行った。また、水道料金節減のためトイレ用擬音装置
を導入した。
　なお、ＥＳＣＯ事業については、毎年エネルギー管理を行い実態
を的確に把握するともに、設備の更新時期を見極めて進めていく。

165

・取引業者を業種ごとに区分して学内ネットワーク
に開示することにより、より安価に購入できる環境
を整備する。

　取引業者一覧表について、学内グループウェアのトップページか
ら各教職員が容易に県の指名登録簿を閲覧できるようにした。

166

・所有物品について、学内ネットワークにおいて相
互利用を促進するための掲示板を作成し、固定資産
等の有効利用を図る。

　学内で管理している固定資産等について、学内グループウェアの
トップページから各教職員が容易に閲覧できるよう改善した。ま
た、学内での相互利用を促進するため、学内グループウェアの電子
会議室内に掲示板を作成し、必要な物に関しては各教職員間で有効
利用できる環境を整えた。

167

・引き続き、契約方法等の見直しを進める。 　情報システム管理委託業務の仕様の見直しを行い、保守人員（Ｓ
Ｅ）を５人体制から４人体制に変更した。また、無機廃液処理につ
いて１者とのスポット契約から見積合わせによる単価契約に変更し
経費を削減した。また、電子システム工学科棟の整備にあたって、
環境建築デザイン学科の教員と学生による取り組みにより、委託費
の節減を図った。

168

・管理物品や固定資産リストを学内ネットワークで
公開し、共有化を図る。また、新学科棟の教育研究
備品の整備については、既存設備の活用を図る。

　学内で管理している固定資産等について、学内グループウェアの
トップページから各教職員が容易に閲覧できるよう改善するととも
に、学内での相互利用を促進するため、学内グループウェアの電子
会議室内に掲示板を作成し、必要な物に関しては各教職員間で有効
利用できる環境を整えた。また、電子システム工学科棟の開設に際
し、電子顕微鏡、Ｘ線装置、ＮＭＲ等の大型研究用機器について共
同利用が可能になるように学部共通備品として位置づけ相互活用を
促進した。

169

・教員研究室、実験室、共用スペースの有効利用を
図る。

　就職関連資料室を改修し、学生支援室として充実を図った。ま
た、工学部電子システム工学科棟の建設にあたっては、他の２学科
の一部の実験、実習室を共用することとして工事を行った。

　　(4)　業務委託費を抑制するための措置

　４　資産の運用管理を改善するための措置

　３　経費を抑制するための措置

　　(1)　人件費を抑制するための措置

　　(2)　光熱水費を抑制するための措置

　　(3)　物品購入費を抑制するための措置

　　(3)　公開講座から収益の得るための措置

　　(4)　大学施設利用を有料化するための措置

　　(5)　不要品等の売却から収益を得るための措置

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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170

・平成２１年度の認証評価機関への申請に向けて、
全学および各学部等の担当者を決め、認証評価機関
の評価基準に対応した自己評価、さらに部局ごとお
よび全学的外部評価の実施を支援する体制を整備
し、評価を実施する。

　平成２１年度の認証評価機関への申請に向けて、各学部等で自己
評価実施体制を整備して、認証評価機関（独立行政法人大学評価・
学位授与機構）の評価基準を踏まえて設定した評価基準に基づき、
学部等の自己評価（６月）、外部評価（９月）を実施した。また、
これらの評価を踏まえて全学自己評価（１２月）を実施するととも
に、平成２１年５月１日に全学外部評価を実施することを決定し
た。

171

・認証評価機関の評価基準に対応した自己評価、さ
らに部局ごとおよび全学的外部評価を実施し、平成
２１年度の認証評価機関への申請の準備を行う。

　認証評価機関の評価基準に対応した各学部等の自己評価（６
月）、外部評価（９月）および全学自己評価（１２月）を実施し
た。また、平成２１年度からの認証評価の実施に備え、自己評価委
員会において認証評価の実施体制について検討し、特別委員会を設
置して対応することを決定した。

172

・法人評価の評価結果を学内外に公表するととも
に、学内では自己評価委員会、連絡調整会議等を通
して意見・改善策を収集し、認証評価に向けて活用
する。

　法人評価の評価結果については、学報、ホームページに掲載する
などして学内外に公表するとともに、評価結果についての学長メッ
セージを学報に掲載し、大学構成員への周知を徹底した。また、各
種会議において報告を行い、特に学生支援センターに関する項目の
評価が低く一層の取り組みが必要であるとの意見を受けたことを踏
まえ、１０月に学生支援室を整備し、学生支援の充実に努めた結
果、より多くの学生に利用されるようになった（相談件数：１日約
５０件）。

173

・教員の教育、研究、地域・社会貢献、学内貢献の
各分野における活動を評価し、研究費の配分に反映
させたことから、給与その他への反映についてさら
に検討を行う。

　教員の教育、研究、地域・社会貢献、学内貢献の各分野における
活動を評価し、研究費の配分に反映させたことから、給与その他へ
の反映の可能性について検討を行った。

174

・ホームページにより積極的な情報発信に努めると
ともに、ホームページの閲覧情報の分析を進め、利
用者のニーズに即したホームページの改善に努め
る。

　大学の諸活動について必要に応じてホームページの更新に努める
とともに、携帯サイトの活用やメールマガジンの発行など積極的な
情報提供に努めた。
　また、学生や社会人だけでなく外国人など幅広い層のニーズに対
応するため、英語版ページの充実を図るとともに、映像で大学を紹
介するページを設けるなどホームページの改善に努めた。

175

・報道機関等への広報活動を強化するとともに、新
聞掲載実績による提供のあり方の分析や新入生への
広報媒体の有効度調査により広報効果の分析を行
い、広報戦略の見直しや改善を図る。

　報道機関等への広報活動を強化するとともに、新聞掲載実績によ
る提供のあり方や新入生への広報媒体の有効度調査による広報効果
について広報委員会で分析を行った。これらを踏まえ、広報専用掲
示板を設置するとともに、広報の手引き（学生版）を発行し学生に
関連する情報提供をさらに積極的に推進していくこととした。
　年間の新聞掲載実績は、６１６件となり、昨年から１０１件（約
１９．６％）増加した。

176

・淡海ユニバーサルデザイン行動指針に基づき、引
き続き誰もが利用しやすい施設として整備を図る。

　必要箇所の点検を行い、視覚障害者誘導設備改善、段差解消の施
設整備を行った（５カ所：７５６千円）。

　１　評価の充実に関する目標を達成するための措置

　　(1)　自己点検・評価の改善に関する具体的方策

　　(2)　評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策

　２　情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

　Ⅴ　その他業務運営に関する目標

年　度　計　画

　１　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

年度計画の進捗状況

　Ⅳ　自己点検・評価および当該状況に係る情報の提供に関する目標

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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177

・学生の協力を得た「消し回り隊」の運用や各学
部・グループによる環境こだわり（ＩＳＯ１４００
１)への取り組みを推進するとともに、エネルギー管
理の運用などを通じて、引き続きエコキャンパスの
構築に努める。

　平成２１年度後期から講義室の振替による空調管理を容易に実施
するため、Ａ３棟空調管理グループ区分を階層別に制御できるよう
見直しを行った。また、「消し回り隊」の提案を受けて、トイレ用
擬音装置を導入した。
　なお、「消し回り隊」の活動については高く評価され、その母体
である学生サークルの環境マネジメント事務所が平成２０年度の省
エネコンテストにおいて大賞である「経済産業大臣賞」を受賞し
た。

178

・衛生委員会の原則毎月の開催、産業医による原則
月１回の職場巡視などを行い、引き続き職場の安全
および健康の確保に努める。

　１月から長時間勤務者に対して産業医が面接を行う制度を導入
し、教職員の健康の確保を図った。また、健康講座やＡＥＤ講習な
どを実施した。

179

・危機管理システムの構築を検討する。 　危機管理関連の規程等を見直し、危機管理規程、危機管理基本マ
ニュアルを策定し、大学において発生する様々な事象に伴う危機に
対して、迅速かつ的確に対応し得る体制を整えた。

180

・危機管理や法令遵守に関連する研修を引き続き開
催し、意識の向上を図る。

　全学を対象に消防総合訓練を実施し（２回）、学生・教職員に対
して防災に対する意識の向上に努めるとともに、危機管理に関する
研修を実施した。

181

・人権問題委員会を中心として、法人内の人権感覚
を高め、人権に関する研修会を引き続き開催する。

　全学での人権研修会に加えて、各学部ごとにも人権研修会を開催
し、人権意識の向上に努めた。また、学生に対する研修会として、
２月に課外活動団体のリーダーを対象とした人権啓発学習会を実施
した。

　３　人権の啓発に関する目標を達成するための措置

　２　安全管理に関する目標を達成するための措置

年　度　計　画 年度計画の進捗状況
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　Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

　１　予算

(単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算－予算）

収入

運営費交付金 2,725 2,725 0

施設整備費補助金 785 724 △ 61

自己収入 1,734 1,746 12

授業料および入学金検定料収入 1,692 1,707 15

雑収入 42 39 △ 3

産学連携等研究収入および寄附金収入等 254 268 14

目的積立金取崩 90 82 △ 8

計 5,588 5,545 △ 43

支出

業務費 4,627 4,508 △ 119

教育研究経費 3,444 3,359 △ 85

一般管理費 1,183 1,149 △ 34

施設整備費 785 724 △ 61

産学連携等研究経費および寄附金事業費等 176 172 △ 4

計 5,588 5,404 △ 184

　２　人件費

(単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算－予算）

人件費(退職手当は除く） 2,866 2,760 △ 106

区　　分

区　　分
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　３　収支計画

(単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算－予算）

費用の部 4,812 4,637 △ 175

経常費用 4,812 4,636 △ 176

業務費 4,209 4,042 △ 167

　　教育研究経費 990 929 △ 61

　　受託研究経費等 144 134 △ 10

　　役員人件費 74 95 21

　　教員人件費 2,396 2,266 △ 130

　　職員人件費 605 618 13

一般管理費 499 261 △ 238

財務費用 - 9 9

減価償却費 104 324 220

臨時損失 - 1 1

収入の部 4,746 4,712 △ 34

経常収益 4,746 4,711 △ 35

運営費交付金収益 2,668 2,592 △ 76

授業料収益 1,372 1,384 12

入学金収益 268 263 △ 5

検定料収益 52 60 8

受託研究等収益 146 150 4

寄附金収益 84 68 △ 16

財務収益 - 1 1

雑益 52 75 23

資産見返運営費交付金等戻入 16 22 6

資産見返寄附金戻入 17 16 △ 1

資産見返物品受贈額戻入 71 80 9

臨時利益 - 1 1

純利益 △ 66 75 141

目的積立金取崩益 66 59 △ 7

総利益 - 134 134

区　　分

30



　４　資金計画

(単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算－予算）

資金支出 5,640 6,177 537

業務活動による支出 4,697 4,203 △ 494

投資活動による支出 891 1,027 136

財務活動による支出 - 211 211

翌年度への繰越金 52 736 684

資金収入 5,640 6,177 537

業務活動による収入 4,713 4,650 △ 63

運営費交付金による収入 2,725 2,725 0

授業料および入学金検定料による収入 1,692 1,649 △ 43

受託研究等収入 146 135 △ 11

補助金等収入 - 5 5

寄附金収入 98 71 △ 27

その他の収入 52 65 13

投資活動による収入 785 761 △ 24

施設費による収入 785 359 △ 426

その他の収入 - 402 402

財務活動による収入 - - -

前年度よりの繰越金 142 766 624

区　　分
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182

１　短期借入金の限度額
　　７億円
２　想定される理由
　　運営費交付金の受入遅延および事故の発生等に
　より緊急に必要となる対策費として借り入れする
　ことを想定

なし

183
　なし なし

実　　　　　　　　　　績

184

　決算において剰余金が発生した場合は、教育研究
の質の向上および組織運営の改善に充てる。

　平成１９年度決算剰余金２０８,６６７千円の全額を目的積立金と
して積み立てた。また、平成２１年度に９０,０００千円を取り崩
し、教育・研究等の質の向上のための財源に充てることとした。

実　　　　　　　　　　績

185

１　施設・設備に関する計画
　
■施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備

■予定額（百万円）
　総額 ９０８ （施設整備 ７８５、設備整備
  １２３）

■財源
　施設整備費補助金および運営費交付金

１　施設・設備に関する実績

■施設・設備の内容
　工学部新学科校舎施設設備

■執行額（百万円）
　総額　８７２（施設整備　７２４、設備整備　１４８）

■財源
　施設整備費補助金および運営費交付金

186

２　人事に関する計画
　教員人事については、学長管理枠の運用を行うた
め、人事計画に基づく教員配置を進める。また、事
務局職員については、人事計画に従い法人職員の採
用を進める。

２　人事に関する実績
　教員人事については、学長管理枠の運用を行うため、人事計画に
基づく教員配置を進めた。また、事務局職員については、人事計画
に従い法人職員の採用を進めた。

187

　９０百万円を平成２０年度予算の教育研究および
組織運営の財源として充当する。

　８３百万円を平成２０年度予算の教育・研究および組織運営の財
源として充当した。

188
　なし なし

　２　人事に関する計画

　３　積立金の使途

　Ⅶ　短期借入金の限度額

　４　その他法人の業務運営に関し必要な事項

年　度　計　画

　Ⅹ　滋賀県公立大学法人の業務運営等に関する規則で定める業務運営に関する事項

年　度　計　画

　１　施設・設備に関する計画

年　度　計　画

　Ⅷ　重要な財産を譲渡し、または担保に供する計画

年　度　計　画

　Ⅸ　剰余金の使途

実　　　　　　　　　　績

実　　　　　　　　　　績
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